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１．行政改革の必要性 

（１）これまでの行政改革の取組 

本市においては、平成 19 年の合併以来、3 回の行政改革大綱及び実施計画を策定し、

行政運営の効率化や市民サービスの向上に取り組んできました。第１次（平成 20～24

年度）では、組織機構の見直し、職員数の削減や物件費の縮減など、合併によるスケ

ールメリットを活かした経費節減の取組により、歳出抑制に大きな効果を生み出しま

した。第 2 次（平成 25～29 年度）においては、市民目線に立った質の高い行政サービ

スを実現するため、市民と行政が多種多様な行政課題に協働で取り組む「市民協働の

まちづくり」などを推進してきました。第 3 次では、市民意向調査を実施し、市民サ

ービスに対応した行政サービスを提供するため窓口サービスの充実等を行いました。

また、市民ニーズの複雑・多様化に適切かつ迅速に対応できる職員の能力向上を図る

ための組織力向上に取り組みました。ふるさと寄附金を推進した新たな税外収入の確

保など歳入確保の面では効果を上げた一方で、指定管理者制度の導入や民間委託の推

進などは検討に留まり、民間活力の活用の面では課題が残りました。 

 

次数 主な取組み項目 効果額 

第１次行政改革 

（平成 20～24 年度） 

・組織機構の見直し 

・定員適正化計画の推進による職員数の削減 

・物件費の縮減 

・未利用財産の売却 

・有料広告収入 

・施設利用料の見直し 

19 億 1116 万円 

第 2 次行政改革 

（平成 25～29 年度） 

・自主防災組織の設立 

・市民協働まちづくり事業補助制度創設 

・人事交流の実施、接遇マニュアルの策定 

・コミュニティバスの導入 

・委託の一本化、一括契約による経費削減 

・ごみ処理施設の広域化による効率的な整備 

1 億 4996 万円 

第 3 次行政改革 

（平成 30～令和4年度） 

・SNS 等を活用した情報発信の強化 

・各種証明書のコンビニ交付サービスの開始

や窓口受付の自動交付機の導入 

・職員研修の充実による職員能力向上 

・庁内横断的なプロジェクトチームの編成 

・市税・使用料等のコンビニ納付やキャッシ

ュレス決済導入 

・ふるさと寄附金推進などによる新たな税外

収入の確保 

― 
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（２）本市の現状と課題 

１）人口減少・少子高齢化社会の進展 

   わが国では、高齢化の急速な進展と出生数の減少が続き、人口減少社会を迎えてい

ます。みやま市の人口も昭和 60 年以降一貫して減少傾向にあり、昭和 60 年に 51,609

人であったものが、令和 2 年では 35,861 人となっています。国立社会保障・人口問題

研究所の推計によりますと、今後もさらに減少し続けて令和 42 年には 15,168 人と予

測しています。 

一方、65 歳以上の人口割合は著しく上昇しており、令和 2 年の高齢化率 38.4％は昭

和 55 年から約 25 ポイント上昇しています。また、14 歳以下の年少人口割合は低下の

一途をたどっており、急速な少子高齢化が進行しています。 

   人口減少や少子高齢化の進行は、市税等の減収や地方交付税の減少など財源の確保

に大きく影響を及ぼします。また医療、福祉などの社会保障に必要な経費が増加する

とともに、消費の減少による地域経済の縮小など、これまで以上に厳しい行財政運営

が予想されます。 
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２）本市の財政状況 

  財政の総合的指標である経常収支比率は、令和 3 年度は 87.7％と前年度より 4.6 ポイ

ント改善しています。 

一方、市の借金である市債残高（普通会計）は、令和 3 年度末時点で 255 億 4,300 万

円となっています。国の地方財政対策の一環として措置されている臨時財政対策債や総

合市民センターや統合小学校などの大規模な公共施設の建設事業などの過疎対策事業債

の借入が増加したことなどにより近年大幅に増加しています。 

  市の貯金に相当する基金残高（普通会計）は、令和 3 年度末時点で 99 億 4,400 万円と

なっています。経費節減等による剰余金の積立て等を行っていますが、義務的経費や物

件費の増加等により今後は減少することが見込まれます。 

  本市の財政構造は自主財源が低く、歳入に占める地方交付税の割合が高く、地方交付

税制度の動向によって収支が大きく影響を受ける構造となっています。しかし、普通交

付税の合併算定替えの終了により交付額は合併時に比べ大きく減少しています。 

今後の市財政の見通しは、原油価格や物価の高騰、新型コロナウイルス感染症の影響

等による市税及び各種交付金の減収や国勢調査人口の減による普通交付税への影響など、

歳入面において厳しい状況となることが予想されます。 

  一方歳出においては、少子高齢化の進展による社会保障関係経費の増加や、老朽化し

た公共施設の維持管理費、原油価格高騰による光熱水費の増が見込まれます。また、近

年の大型建設事業に伴う公債費の増など、より一層厳しい財政運営が予想されます。 
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３）本市の職員数の状況 

  これまで合併の効果を活かして、簡素で効率的な行財政運営を図るため、定員管理の

適正化に取り組んできました。合併時に 416 人であった職員数は令和 4 年度には 376 人

となっています。令和 5 年度から制度改正により定年年齢が段階的に引き上げられるた

め、退職者数は一時的に減少する見込みで、採用者数の減少による職員の年齢構成に偏

りが生じることも予想されます。このため、新規職員の計画的な採用や、再任用職員を

含めた職員総数の管理が必要です。 

  一方、職員の時間外勤務時間は、合併時 26,645 時間でしたが５年後には 36,848 時間と

増加し、平成 29 年度のピーク時には 54,864 時間まで増加しました。その後、時間外勤

務縮減対策などにより減少傾向にありますが、令和 3 年度には 46,302 時間となっており、

時間外勤務時間は多い状況が続いています。今後は業務量の平準化やデジタル技術等を

活用した業務の効率化など、時間外勤務の縮減に向けた更なる取組が必要です。また、

長時間労働は職員の健康にも影響を及ぼすため、長時間労働の是正と合わせて、休暇の

取得促進やメンタルヘルス対策を講じるなど、ワークライフバランスの実現と働きやす

い風通しの良い職場環境づくりが必要です。 
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４）デジタル化の進展 

  ICT（情報通信技術）が急速に発展し、国は「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせ

る社会」を実現する、デジタル田園都市国家構想を掲げ、地方へのデジタル実装を強力

に推進する施策により、持続可能な地域社会の実現を目指しています。 

近年のデジタル技術の目覚ましい発展は、私たちの社会生活に大きな変化をもたらし

ており、特にスマートフォンの普及や通信環境の高速化は、多様かつ大量の情報を簡単

に発信することや取得することを可能にし、単なるコミュニケーションツールだけでな

く、買い物、学習、娯楽など、私たちの日常生活に欠かせない社会インフラとなってい

ます。 

  しかし、人口減少や少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少、経済規模の縮小、社

会保障費の増大等といった社会的課題が顕著になってきました。また、新型コロナウイ

ルス感染症を契機として、デジタル技術を活用した手続きのオンライン化や支払いのキ

ャッシュレス化など、非対面・非接触で提供されるサービスの重要性が再認識されまし

た。 

  デジタル技術の活用は、急速に変化する環境に対応し、さまざまな課題の解決を図る

とともに、市民生活の利便性を向上させるための新たな価値を創造するものです。 

  社会変化に伴う行政ニーズへの対応が求められる地方自治体において、新たな市民サ

ービスの提供や業務効率化を進めるにはデジタル技術の活用は必要不可欠であり、デジ

タル技術を駆使し、自治体 DX を見据えた行政サービスの構築を進めていく必要があり

ます。 
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５）公共施設・社会インフラの老朽化 

   本市では、高度経済成長期から学校や公営住宅をはじめ、道路、上下水道等のインフ

ラ資産を含む公共施設等の整備を進めてきました。また、本市は市町村合併により、旧

町が保有している施設をそのまま引き継いだため、同種・同機能の施設を数多く保有し

ています。公共施設の多くは、建設後 30 年以上が経過し、これらの施設をこのまま放置

すれば、大規模改修・更新等の時期を一斉に迎え多額の費用が必要となり、他の行政サ

ービスに影響を及ぼすことが考えられます。今後は、将来の人口動態や財政状況などを

考慮し、公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、「総量の適正化」「施設の有効活

用」「施設の長寿命化」を計画的に推進していくことが必要です。 

   

〈公共施設等の将来の更新費用の推計〉 
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２．行政改革の基本方針 

（１）基本方針 

本市では、これまで行政改革の取組において、合併のスケールメリットを生かした

様々な経費の節減、事務事業の見直し等に取り組み、一定の成果を上げてきました。 

しかし、「本市の現状と課題」で述べてきた様々な行政課題に対応し、引き続き質の

高い行政サービスを持続的に提供していくためには、社会経済情勢の変化に応じた新

たな取組が必要となります。 

このため、本市の行政改革を「量」から「質」へと進化させ、質の高い行政サービ

スの提供と行財政の健全化に向けた、新たな行政改革を推進していく必要があります。 

そこで、これまでの「みやま市行政改革大綱」から、デジタル化の視点を取り入れ

た新たな市民サービスの向上や、多様化する市民ニーズへの対応と高度化する行政課

題に対応できる組織力・職員力の向上に向けた「意識改革」など、新たな視点を取り

入れ、行政内部の改革に重点をおいた「みやま市行政改革プラン」を策定します。 

行政改革プランでは、将来世代に過度な負担を強いることなく、市民サービスを維

持・向上させ、市民が安心して暮らせるよう安定的で持続可能な行財政基盤を確立す

るため、以下の 4 つの視点を取組方針に掲げ行政改革に取り組みます。 

 

１ 業務の効率化とデジタル化の推進 

  ２ 組織の最適化と人材育成 

  ３ 民間活力の活用と多様な主体との連携 

４ 持続可能な財政基盤の確立 

     

 

（２）計画期間 

   令和 5（2023）年度から令和 9（2027）年度までの 5 年間とします。 
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３．具体的な取組 

（１）業務の効率化とデジタル化の推進 

   デジタル技術を活用し、従来の行政サービスの在り方を見直すことにより、市民の

利便性向上に直結する新たな行政サービスへの転換を図ります。AI や RPA など新たな

技術を活用して、長時間を要している事務作業の効率化を図ります。市民が利用する

行政サービスについて、手続きの見直しを行いオンライン化するとともに、マイナン

バーカードを活用した手続きの簡素化により、市民の利便性向上と業務の軽減を図り

ます。電子決裁の導入や従来紙で運用されていた文書・資料をデータに変えるペーパ

ーレス化を推進し、業務の効率化及びコスト削減に取り組みます。 

 

[取組項目] 

行政手続きのオンライン化の推進 

デジタル技術を活用した業務の効率化 

マイナンバーカードの利活用の促進 

ペーパーレス化の推進 

文書管理業務の効率化 

窓口サービスの改善 

事務事業の見直し 

 

（２）組織の最適化と人材育成 

   人材育成基本方針に基づき職員研修を充実し、高い倫理観の醸成とリスク管理を徹

底するなど、ガバナンスの強化を図ります。また、多様化する行政課題に柔軟かつ的

確に対応する職員の育成に取り組みます。市民ニーズや行政課題、重要施策等に対応

した機構改革を実施し、職員を効率的に配置していくことで、生産性の高い組織体制

を構築します。 

長時間労働の是正や仕事と家庭の両立支援など職員のワークライフバランスを重視

し、時間外勤務の縮減や休暇を取得しやすい雰囲気を醸成し、働きやすい職場づくり

を推進します。 

   

[取組項目] 

ガバナンスの強化 

職員研修の充実と人材育成 

定員管理の適正化 

働き方改革の推進 

人事評価制度の推進 

組織・機構の見直し 

働きやすい職場づくり 
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（３）民間活力の活用と多様な主体との連携 

行政サービスの向上と効率化及び行政コストの削減を図るため、効果の見込める分

野への民間委託を積極的に進めていきます。指定管理者制度について庁内連携会議等

で調査・検討を行い、制度の積極的な導入を目指します。また、日常生活圏の拡大や

複雑多様化する行政課題に効果的・効率的に対応していくため、広域的な視点に立っ

た自治体間の連携を推進し、施設の共同利用や事業運営など市民の利便性向上と事務

作業の効率化を図ります。 

 

[取組項目] 

民間委託等の推進 

指定管理者制度の活用 

地域防災力の向上 

情報発信の強化 

効果的な広域行政の推進 

 

 

（４）持続可能な財政基盤の確立 

   将来にわたって安定的な財政基盤を維持するため、市税徴収率向上のほか、ふるさ

と納税の推進等により自主財源の確保に積極的に取り組みます。また、中期財政見通

しを策定し、当初予算編成をはじめとする財政運営に活用し、持続可能な財政基盤の

確立を推進します。市有財産の売却・貸付け等による活用や、公共施設等総合管理計

画に基づき、中長期的な視点による更新・統廃合・長寿命化の実施により財政負担の

軽減・平準化を図ります。 

  

[取組項目] 

公共施設等総合管理計画に基づく施設のマネジメント 

中期財政見通しの作成 

歳入の確保 

歳出の見直し 

市有財産の有効活用 

入札制度の見直し 

公営企業会計の経営基盤の強化 

第三セクターの持続可能な経営指導 
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４．行政改革の推進 

（１） 庁内推進体制 

行政改革プランを着実に推進するため、市長を本部長とする「みやま市行政改革推

進本部」において、毎年度進捗管理を行います。 

進捗管理では、行政改革個別プランに掲載した取組項目の進捗状況や成果などを確

認します。また、社会情勢の変化等に柔軟に対応するため、新たな取組の掘り起こし

やスケジュールの前倒しなど随時見直しを行いながら実施します。 

 

（２）進捗管理の報告 

行政改革プランの進捗管理の結果は、市議会等へ報告を行い、意見等を踏まえなが

ら行政改革を推進していきます。また、ホームページ等により公表いたします。 

 

（３）行政改革個別プランの策定 

行政改革プランに基づく取組を着実に推進するため、取組内容や成果目標、スケジ

ュール等を定めた個別プランを策定し、計画的に取り組みます。 
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行政改革個別プラン 

（令和 5年度～令和 9年度） 

 

 

 

 

 

 

みやま市 
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行政改革個別プラン施策一覧表

取組方針

ページ

１．業務の効率化とデジタル化の推進

1 行政手続きのオンライン化の推進 13

2 デジタル技術を活用した業務の効率化 14

3 マイナンバーカードの利活用の促進 15

4 ペーパーレス化の推進 16

5 文書管理業務の効率化 17

6 窓口サービスの改善 18

7 事務事業の見直し 19

8 ガバナンスの強化 20

9 職員研修の充実と人材育成 21

10 定員管理の適正化 22

11 働き方改革の推進 23

12 人事評価制度の推進 24

13 組織・機構の見直し 25

14 働きやすい職場づくり 26

15 民間委託等の推進 27

16 指定管理者制度の活用 28

17 地域防災力の向上 29

18 情報発信の強化 30

19 効果的な広域行政の推進 31

20 公共施設等総合管理計画に基づく施設のマネジメント 32

21 中期財政見通しの作成 33

22 歳入の確保 34

23 歳出の見直し 35

24 市有財産の有効活用 36

25 入札制度の見直し 37

26 公営企業会計の経営基盤の強化 38

27 第三セクターの持続可能な経営指導 39

取組項目

４．持続可能な財政基盤の確立

３．民間活力の活用と多様な主体との連携

２．組織の最適化と人材育成
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
準

備
・
試

行

令
和

6
年

度
随

時
実

施

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

１
．

業
務

の
効

率
化

と
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

1
行

政
手

続
き

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化
の

推
進

　
国

は
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

実
施

の
3
原

則
を

定
め

、
行

政
サ

ー
ビ

ス
の

1
0
0
％

デ
ジ

タ
ル

化
を

目
指

し
て

い
ま

す
。

本
市

で
は

、
来

庁
に

よ
る

手
続

き
が

必
要

な
窓

口
業

務
が

ほ
と

ん
ど

で
、

先
進

自
治

体
と

比
較

し
、

オ
ン

ラ
イ

ン
化

が
進

ん
で

い
ま

せ
ん

。
実

施
可

能
な

業
務

か
ら

オ
ン

ラ
イ

ン
化

を
進

め
、

市
民

の
利

便
性

の
向

上
と

業
務

の
効

率
化

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

ま
た

、
社

会
教

育
施

設
等

の
申

込
は

、
オ

ン
ラ

イ
ン

予
約

シ
ス

テ
ム

を
導

入
し

ま
し

た
が

、
現

状
は

予
約

状
況

の
確

認
の

み
可

能
で

あ
り

、
今

後
は

利
用

開
始

に
向

け
利

用
団

体
の

減
免

規
定

の
整

備
が

必
要

で
す

。

・
行

政
手

続
き

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化
を

推
進

し
、

市
民

の
利

便
性

の
向

上
と

、
業

務
の

効
率

化
を

図
り

ま
す

。
・
み

や
ま

市
D

X
推

進
計

画
に

基
づ

き
、

令
和

7
年

度
中

に
主

要
な

行
政

手
続

き
の

1
0
0
％

オ
ン

ラ
イ

ン
化

を
目

指
し

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
企

画
振

興
課

全
課

行
政

手
続

き
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

の
推

進

・
国

の
自

治
体

D
X
推

進
計

画
に

基
づ

き
、

行
政

手
続

き
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

を
進

め
ま

す
。

・
上

下
水

道
の

各
種

手
続

き
や

火
災

予
防

手
続

き
な

ど
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
や

ふ
く
お

か
電

子
申

請
シ

ス
テ

ム
を

活
用

し
、

可
能

な
も

の
か

ら
随

時
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

を
導

入
し

ま
す

。
ま

た
、

社
会

教
育

施
設

利
用

団
体

の
減

免
規

定
の

整
備

後
、

オ
ン

ラ
イ

ン
予

約
を

開
始

し
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
検

討
・
随

時
導

入

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
検

討

令
和

6
年

度
導

入
準

備

令
和

7
年

度
導

入

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
方

針
決

定
　

　
　

　
研

修
実

施

令
和

6
年

度
支

援
・
導

入
　

　
　

　
　

↓
　

　
　

令
和

7
年

度
↓

　
　

　
　

　
　

　
↓

令
和

8
年

度
↓

　
　

　
　

　
　

　
↓

令
和

9
年

度
↓

　
　

　
　

　
　

　
↓

令
和

5
年

度
シ

ス
テ

ム
導

入
・
利

用
開

始

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

※
A

I（
A

rt
if
ic

ia
l 
In

te
lli

ge
n
c
e
）
：
人

口
知

能
。

人
間

の
よ

う
な

知
能

を
機

能
と

し
て

も
つ

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

※
R

P
A

（
R

o
bo

ti
c
 P

ro
c
e
ss

 A
u
to

m
at

io
）
：
パ

ソ
コ

ン
上

で
行

う
業

務
を

ロ
ボ

ッ
ト

で
自

動
化

す
る

技
術

※
A

I-
O

C
R

（
O

pt
ic

al
 C

h
ar

ac
te

r 
R

e
ad

e
r）

：
A

Iを
活

用
し

て
画

像
デ

ー
タ

の
テ

キ
ス

ト
部

分
を

認
識

し
デ

ジ
タ

ル
化

す
る

技
術

１
．

業
務

の
効

率
化

と
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

2
デ

ジ
タ

ル
技

術
を

活
用

し
た

業
務

の
効

率
化

　
　

国
の

自
治

体
デ

ジ
タ

ル
・
ト

ラ
ン

ス
フ

ォ
ー

メ
ー

シ
ョ

ン
（
Ｄ

Ｘ
）
推

進
計

画
で

は
自

治
体

の
 A

I・
R

P
A

※
の

利
用

推
進

」
が

挙
げ

ら
れ

て
い

ま
す

。
限

ら
れ

た
職

員
で

質
の

高
い

行
政

サ
ー

ビ
ス

を
持

続
的

に
提

供
し

て
い

く
た

め
に

は
、

A
Iや

R
P

A
な

ど
の

新
た

な
技

術
を

活
用

し
た

業
務

の
効

率
化

を
行

い
、

生
産

性
を

高
め

て
い

く
こ

と
が

必
要

で
す

。

・
A

I-
O

C
R

、
R

P
A

技
術

の
活

用
や

業
務

の
シ

ス
テ

ム
化

を
検

討
し

、
事

務
作

業
の

効
率

化
・
簡

素
化

を
図

り
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
企

画
振

興
課

全
課

庁
内

の
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

・
申

請
書

の
受

付
や

イ
ベ

ン
ト

の
受

付
、

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

集
計

な
ど

、
A

I-
O

C
R

※
を

活
用

し
、

入
力

作
業

の
削

減
、

業
務

の
効

率
化

を
図

り
ま

す
。

・
納

付
書

の
消

込
作

業
等

に
R

P
A

技
術

を
活

用
し

、
業

務
の

簡
素

化
を

図
り

ま
す

。
・
R

P
A

や
A

I-
O

C
R

な
ど

を
活

用
し

た
先

進
自

治
体

の
業

務
内

容
や

活
用

方
法

な
ど

の
事

例
を

各
課

に
紹

介
し

、
デ

ジ
タ

ル
技

術
を

活
用

し
た

業
務

改
善

を
推

進
し

ま
す

。

2
総

務
課

人
事

業
務

の
効

率
化

・
人

事
給

与
管

理
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
、

年
末

調
整

業
務

の
電

子
化

や
、

給
与

明
細

の
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
化

な
ど

、
業

務
の

簡
素

化
を

図
り

ま
す

。
・
人

事
評

価
制

度
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

、
現

在
エ

ク
セ

ル
に

よ
る

管
理

を
行

っ
て

い
ま

す
。

人
事

評
価

業
務

の
シ

ス
テ

ム
化

を
図

り
、

進
捗

管
理

や
評

価
結

果
の

分
析

な
ど

業
務

の
効

率
化

を
図

り
ま

す
。

3
企

画
振

興
課

全
課

デ
ジ

タ
ル

技
術

を
活

用
し

た
業

務
の

効
率

化

・
デ

ジ
タ

ル
化

に
関

す
る

研
修

会
を

開
催

し
、

利
用

で
き

る
先

進
事

例
の

紹
介

、
使

用
方

法
に

つ
い

て
支

援
を

行
い

ま
す

。
・
デ

ジ
タ

ル
化

推
進

委
員

を
各

係
に

設
け

て
、

デ
ジ

タ
ル

技
術

活
用

の
推

進
を

図
り

、
活

用
が

可
能

な
業

務
か

ら
導

入
し

ま
す

。

4
総

務
課

防
災

情
報

等
の

W
E
B

公
開

シ
ス

テ
ム

の
導

入

・
現

場
の

災
害

情
報

を
い

ち
早

く
収

集
す

る
災

害
情

報
集

約
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
、

被
害

情
報

を
W

E
B

上
で

公
開

し
ま

す
。

・
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

情
報

な
ど

を
W

E
B

上
で

閲
覧

で
き

る
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
調

査
・
検

討

令
和

6
年

度
随

時
導

入

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

１
．

業
務

の
効

率
化

と
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

3
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

の
利

活
用

の
促

進

　
国

は
、

令
和

４
年

度
末

ま
で

に
、

ほ
ぼ

全
国

民
に

行
き

渡
る

こ
と

を
目

指
し

自
治

体
も

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

普
及

に
取

組
ん

で
い

ま
す

。
本

市
の

申
請

率
は

令
和

5
年

2
月

現
在

6
4
.5

％
で

、
順

調
に

交
付

が
進

ん
で

い
ま

す
。

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

普
及

が
進

む
中

、
市

民
が

便
利

に
な

っ
た

と
実

感
で

き
る

よ
う

、
様

々
な

業
務

で
の

マ
イ

ナ
ン

バ
カ

ー
ド

の
利

活
用

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

活
用

可
能

な
業

務
か

ら
導

入
し

、
市

民
の

利
便

性
の

向
上

を
図

り
、

更
な

る
交

付
率

の
向

上
を

目
指

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。

・
み

や
ま

市
D

X
推

進
計

画
に

基
づ

き
、

導
入

可
能

な
も

の
か

ら
実

施
し

、
令

和
9
年

度
ま

で
に

5
事

業
以

上
の

活
用

を
目

指
し

ま
す

。
・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

活
用

可
能

な
事

業
を

充
実

さ
せ

、
市

民
、

利
用

者
等

の
利

便
性

の
向

上
を

図
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
企

画
振

興
課

全
課

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
の

利
活

用
の

促
進

・
先

進
自

治
体

の
事

例
等

を
参

考
に

し
な

が
ら

導
入

す
る

業
務

を
洗

い
出

し
、

可
能

な
も

の
か

ら
随

時
実

施
し

ま
す

。
・
ふ

る
さ

と
納

税
に

係
る

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

特
例

申
請

業
務

に
つ

い
て

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

を
活

用
し

た
オ

ン
ラ

イ
ン

化
を

進
め

、
業

務
の

効
率

化
と

寄
附

者
の

利
便

性
の

向
上

を
図

り
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
行

動
指

針
等

の
検

討

令
和

6
年

度
随

時
実

施

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
導

入
・
並

行
稼

働

令
和

6
年

度
本

格
稼

働

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

１
．

業
務

の
効

率
化

と
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

4
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
化

の
推

進

　
市

役
所

の
業

務
は

、
紙

を
中

心
に

行
わ

れ
て

お
り

、
印

刷
用

紙
の

購
入

量
は

近
年

増
加

傾
向

に
あ

り
ま

す
。

　
業

務
効

率
化

や
コ

ス
ト

削
減

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
の

ほ
か

、
環

境
保

全
の

観
点

か
ら

も
紙

文
書

を
基

本
と

し
た

従
来

の
仕

事
の

や
り

方
を

見
直

し
、

「
紙

を
生

み
出

さ
な

い
」
、

「
紙

を
最

小
限

に
す

る
」
と

い
う

事
を

基
本

に
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
化

に
取

り
組

む
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

ま
た

、
各

種
業

務
へ

の
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

等
の

活
用

を
検

討
し

、
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
化

の
推

進
や

業
務

の
効

率
化

・
簡

素
化

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

・
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
化

に
よ

る
経

費
節

減
及

び
印

刷
、

封
詰

め
な

ど
の

業
務

の
省

力
化

を
図

り
ま

す
。

・
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

を
活

用
し

た
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
化

、
業

務
の

効
率

化
を

図
り

ま
す

。
・
図

面
等

資
料

の
デ

ー
タ

化
に

よ
る

、
文

書
保

管
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

に
努

め
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
契

約
検

査
課

全
課

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
の

推
進

・
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
化

の
行

動
指

針
等

を
策

定
し

ま
す

。
・
法

令
に

よ
る

制
約

が
な

い
図

面
等

の
電

子
化

（
P

D
F
化

な
ど

）
を

進
め

、
業

務
の

効
率

化
と

文
書

保
管

ス
ペ

ー
ス

の
確

保
に

努
め

ま
す

。

2
財

政
課

全
課

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
導

入
に

よ
る

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
・
議

会
に

タ
ブ

レ
ッ

ト
端

末
が

導
入

さ
れ

る
こ

と
を

受
け

、
予

算
書

等
の

議
案

書
や

議
会

資
料

な
ど

段
階

的
に

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
を

実
施

し
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
シ

ス
テ

ム
導

入
検

討
　

　
　

令
和

6
年

度
　

↓
　

　
電

子
決

裁
検

討

令
和

7
年

度
シ

ス
テ

ム
導

入
　

　
↓

　
　

令
和

8
年

度
　

　
　

　
　

 　
　

　
↓

令
和

9
年

度
　

　
　

　
　

 　
　

　
↓

令
和

5
年

度
決

裁
権

限
・
区

分
の

検
証

令
和

6
年

度
決

裁
区

分
等

の
見

直
し

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

・
電

子
決

裁
に

対
応

し
た

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

を
導

入
し

、
デ

ジ
タ

ル
化

に
対

応
す

る
と

と
も

に
、

業
務

の
効

率
化

を
図

り
ま

す
。

１
．

業
務

の
効

率
化

と
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

5
文

書
管

理
業

務
の

効
率

化

　
本

市
の

文
書

管
理

業
務

は
、

各
課

ご
と

の
エ

ク
セ

ル
に

よ
る

管
理

で
、

決
裁

に
関

し
て

は
1
0
0
％

紙
媒

体
に

押
印

す
る

形
態

を
と

っ
て

い
ま

す
。

昨
今

の
コ

ロ
ナ

禍
に

お
け

る
リ

モ
ー

ト
ワ

ー
ク

や
、

業
務

の
デ

ジ
タ

ル
化

に
お

い
て

、
従

来
の

紙
媒

体
に

よ
る

書
類

の
管

理
や

押
印

に
よ

る
決

裁
で

は
、

今
後

の
デ

ジ
タ

ル
媒

体
中

心
の

行
政

（
ガ

バ
メ

ン
ト

ク
ラ

ウ
ド

、
電

子
入

札
・
電

子
契

約
な

ど
）
に

対
応

で
き

な
い

恐
れ

が
あ

り
ま

す
。

　
ま

た
、

各
課

の
業

務
多

様
化

に
よ

る
文

書
量

の
増

加
に

よ
り

、
書

庫
ス

ペ
ー

ス
等

の
保

管
の

問
題

も
出

て
き

て
い

る
た

め
、

デ
ジ

タ
ル

化
へ

の
対

応
や

ペ
ー

パ
ー

レ
ス

化
の

推
進

が
喫

緊
の

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

　
近

隣
自

治
体

で
も

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

の
導

入
が

進
ん

で
お

り
、

電
子

決
裁

機
能

を
搭

載
し

た
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
の

導
入

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

1
総

務
課

文
書

管
理

シ
ス

テ
ム

の
導

入

・
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
を

導
入

し
、

業
務

の
効

率
化

を
図

り
ま

す
。

・
文

書
管

理
シ

ス
テ

ム
と

併
せ

て
電

子
決

裁
の

導
入

を
検

討
し

、
デ

ジ
タ

ル
化

に
対

応
し

た
文

書
管

理
体

制
の

構
築

、
決

裁
状

況
の

見
え

る
化

に
取

り
組

み
ま

す
。

2
総

務
課

決
裁

権
限

の
下

位
委

譲
・
業

務
の

迅
速

化
・
効

率
化

を
図

る
た

め
、

執
行

事
務

の
重

要
度

等
を

考
慮

し
、

事
務

決
裁

規
定

や
財

務
規

則
の

決
裁

区
分

の
見

直
し

を
行

い
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
調

査
・
検

討

令
和

6
年

度
随

時
導

入

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度
※

自
治

体
窓

口
D

X
S
aa

S
（
so

ft
w

ar
e
 a

s 
a 

se
rv

ic
e
）
：
デ

ジ
タ

ル
庁

の
ガ

バ
メ

ン
ト

ク
ラ

ウ
ド

上
に

導
入

さ
れ

た
窓

口
D

X
の

パ
ッ

ケ
ー

ジ
の

中
か

ら
、

各
自

治
体

が
シ

ス
テ

ム
を

選
定

し
て

利
用

す
る

サ
ー

ビ
ス

１
．

業
務

の
効

率
化

と
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

6
窓

口
サ

ー
ビ

ス
の

改
善

　
住

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

と
窓

口
事

務
の

効
率

化
を

図
る

た
め

、
「
書

か
な

い
窓

口
」
や

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

窓
口

を
導

入
し

、
出

生
・
婚

姻
・
転

入
出

・
死

亡
な

ど
の

ラ
イ

フ
イ

ベ
ン

ト
に

対
応

し
た

窓
口

体
制

を
実

現
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

導
入

に
よ

り
業

務
が

複
雑

化
し

業
務

量
が

増
加

し
て

お
り

、
職

員
負

担
を

改
善

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
証

明
書

発
行

な
ど

窓
口

業
務

に
つ

い
て

、
費

用
対

効
果

や
市

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

、
デ

ジ
タ

ル
化

に
よ

る
効

率
化

な
ど

総
合

的
に

検
証

を
行

い
、

導
入

が
適

切
な

も
の

か
ら

民
間

委
託

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

・
市

民
目

線
に

立
っ

た
分

か
り

や
す

く
、

親
切

、
丁

寧
な

窓
口

サ
ー

ビ
ス

に
努

め
る

と
と

も
に

、
市

民
の

利
便

性
の

向
上

と
と

も
に

、
業

務
の

効
率

化
を

図
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
市

民
課

窓
口

所
管

課
自

治
体

D
X
の

推
進

に
よ

る
窓

口
サ

ー
ビ

ス
の

改
善

・
「
お

く
や

み
対

応
の

窓
口

」
を

開
設

し
、

「
書

か
な

い
窓

口
」
を

実
現

し
ま

す
。

令
和

6
年

度
よ

り
住

民
異

動
の

受
付

業
務

（
上

下
水

道
等

）
の

メ
ニ

ュ
ー

を
増

や
し

、
国

が
進

め
て

い
る

自
治

体
窓

口
D

X
S
aa

S
※
導

入
の

検
討

を
開

始
し

ま
す

。
・
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
窓

口
開

設
を

目
指

し
、

シ
ス

テ
ム

導
入

等
の

検
討

・
準

備
を

進
め

ま
す

。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
調

査
・
事

業
の

把
握

令
和

6
年

度
随

時
実

施

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
検

討

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
方

向
性

決
定

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度
検

討
・
導

入
準

備

令
和

6
年

度
随

時
導

入

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

１
．

業
務

の
効

率
化

と
デ

ジ
タ

ル
化

の
推

進

7
事

務
事

業
の

見
直

し

　
権

限
移

譲
に

加
え

、
自

治
体

D
X
、

ワ
ン

ヘ
ル

ス
、

脱
炭

素
な

ど
新

し
い

視
点

で
の

事
業

が
自

治
体

に
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

へ
の

対
応

な
ど

の
突

発
的

な
業

務
も

発
生

し
て

お
り

、
時

間
外

が
多

い
職

場
や

休
暇

が
取

り
に

く
い

職
場

な
ど

各
部

署
に

よ
り

差
が

生
じ

て
い

ま
す

。
「
ス

ク
ラ

ッ
プ

　
ア

ン
ド

　
ビ

ル
ド

」
の

考
え

方
を

基
本

と
し

た
事

務
事

業
の

見
直

し
や

業
務

量
の

平
準

化
が

必
要

で
す

。

・
多

様
化

す
る

行
政

ニ
ー

ズ
に

限
ら

れ
た

職
員

で
対

応
で

き
る

よ
う

、
事

業
の

必
要

性
や

効
果

を
検

証
し

、
業

務
の

廃
止

や
手

法
を

見
直

す
な

ど
、

事
務

事
業

の
見

直
し

に
よ

る
業

務
の

効
率

化
を

図
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
総

務
課

全
課

事
務

事
業

の
見

直
し

・
各

課
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
実

施
し

事
務

事
業

の
把

握
を

行
い

、
業

務
の

廃
止

、
ア

ウ
ト

ソ
ー

シ
ン

グ
な

ど
事

務
事

業
の

見
直

し
を

行
い

ま
す

。

2
環

境
衛

生
課

霊
柩

車
運

行
事

業
の

見
直

し

・
現

行
車

両
は

購
入

後
2
8
年

が
経

過
し

老
朽

化
が

進
ん

で
い

ま
す

。
ま

た
、

利
用

者
は

年
々

減
少

し
て

お
り

、
費

用
対

効
果

や
利

用
者

ニ
ー

ズ
等

を
調

査
し

、
車

検
や

車
両

の
買

い
替

え
時

期
ま

で
に

事
業

の
継

続
、

廃
止

な
ど

方
向

性
を

決
定

し
ま

す
。

3
社

会
教

育
課

施
設

・
窓

口
所

管
課

キ
ャ

ッ
シ

ュ
レ

ス
決

済
サ

ー
ビ

ス
の

拡
大

・
施

設
使

用
料

や
オ

ン
ラ

イ
ン

申
請

に
係

る
使

用
料

・
手

数
料

に
つ

い
て

、
オ

ン
ラ

イ
ン

決
済

サ
ー

ビ
ス

を
導

入
し

、
事

務
の

効
率

化
と

利
用

者
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を
図

り
ま

す
。

・
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

決
済

対
応

窓
口

の
拡

大
や

、
決

済
手

段
の

拡
充

、
J
P

Q
R

の
導

入
な

ど
、

窓
口

利
用

者
の

利
便

性
の

向
上

と
、

事
務

負
担

の
軽

減
を

図
り

ま
す

。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
職

員
研

修
規

則
等

見
直

し

令
和

6
年

度
↓

↓

令
和

7
年

度
↓

↓

令
和

8
年

度
↓

↓

令
和

9
年

度
↓

↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

職
員

研
修

↓ ↓ ↓ ↓

職
員

研
修

↓ ↓ ↓ ↓

3
総

務
課

公
務

員
倫

理
の

徹
底

・
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
と

公
務

員
倫

理
の

正
し

い
知

識
を

身
に

付
け

、
市

民
か

ら
信

頼
さ

れ
る

人
材

育
成

を
目

的
と

し
た

職
員

研
修

を
実

施
し

ま
す

。

4
企

画
振

興
課

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
強

化

・
外

部
か

ら
の

攻
撃

に
備

え
、

最
新

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

講
じ

ま
す

。
・
「
み

や
ま

市
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ポ

リ
シ

ー
」
を

遵
守

し
、

情
報

の
持

ち
出

し
や

ス
パ

ム
メ

ー
ル

に
対

応
し

た
、

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
関

す
る

研
修

会
等

を
実

施
し

ま
す

。

1

財
政

課
会

計
課

契
約

検
査

課
総

務
課

財
務

事
務

等
の

適
正

処
理

の
徹

底

・
財

務
事

務
の

ガ
バ

ナ
ン

ス
の

強
化

を
図

る
た

め
、

市
財

務
規

則
の

見
直

し
を

検
討

し
ま

す
。

ま
た

、
財

務
・
契

約
・
支

払
事

務
処

理
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
で

あ
る

「
財

務
事

務
の

手
引

き
」
に

お
い

て
、

留
意

す
べ

き
事

項
等

を
わ

か
り

や
す

く
掲

載
す

る
な

ど
の

見
直

し
を

行
い

、
適

正
か

つ
正

確
に

処
理

す
る

た
め

の
財

務
・
契

約
・
支

払
事

務
研

修
を

実
施

し
ま

す
。

・
各

課
業

務
や

共
通

業
務

の
マ

ニ
ュ

ア
ル

化
に

努
め

、
職

員
の

業
務

上
の

ミ
ス

の
防

止
を

図
り

ま
す

。

2
財

政
課

職
員

の
コ

ス
ト

意
識

の
醸

成
・
職

員
が

コ
ス

ト
意

識
を

強
く
持

ち
、

最
小

の
経

費
で

最
大

の
効

果
を

上
げ

る
た

め
、

市
財

政
の

現
状

や
課

題
に

つ
い

て
の

研
修

を
新

た
に

実
施

し
ま

す
。

2
．

組
織

の
最

適
化

と
人

材
育

成

8
ガ

バ
ナ

ン
ス

の
強

化

　
財

務
規

則
の

内
容

を
徹

底
し

、
適

正
か

つ
正

確
な

事
務

処
理

を
行

う
た

め
、

財
務

事
務

知
識

の
向

上
を

図
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
市

財
政

の
現

状
に

つ
い

て
も

理
解

を
深

め
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
頻

発
し

た
不

祥
事

へ
の

対
応

は
急

務
と

な
っ

て
お

り
、

職
員

一
人

ひ
と

り
の

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
徹

底
や

公
務

員
倫

理
の

徹
底

な
ど

、
市

民
か

ら
の

信
頼

を
再

構
築

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
財

務
規

則
等

に
則

り
、

財
務

事
務

・
契

約
事

務
・
支

払
事

務
を

適
切

か
つ

正
確

に
処

理
し

ま
す

。
財

務
事

務
の

手
引

の
見

直
し

を
行

い
、

チ
ェ

ッ
ク

機
能

を
強

化
し

事
務

処
理

ミ
ス

を
防

止
し

ま
す

。
ま

た
、

本
市

の
財

政
状

況
を

知
り

、
コ

ス
ト

意
識

を
持

っ
た

業
務

遂
行

が
で

き
る

職
員

を
育

成
し

ま
す

。
・
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
研

修
を

実
施

し
、

リ
ス

ク
管

理
を

徹
底

し
ま

す
。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

　
　

　
職

員
研

修

↓ ↓ ↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
調

査
・
実

施

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
制

度
検

討

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
実

施

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
実

施

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
随

時
実

施

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

※
O

J
T
（
O

n
th

e
J
o
bT

ra
in

in
g）

と
は

、
職

場
で

の
実

践
を

通
じ

て
業

務
の

知
識

を
身

に
付

け
さ

せ
る

教
育

方
法

２
．

組
織

の
最

適
化

と
人

材
育

成

9
職

員
研

修
の

充
実

と
人

材
育

成

　
生

産
年

齢
人

口
の

減
少

や
デ

ジ
タ

ル
化

社
会

の
進

展
な

ど
、

社
会

の
ニ

ー
ズ

や
職

員
を

取
り

巻
く
環

境
は

大
き

く
変

化
し

て
い

ま
す

。
ま

た
、

地
方

公
務

員
の

定
年

年
齢

引
上

げ
や

本
市

に
お

い
て

不
祥

事
が

立
て

続
け

に
発

生
す

る
な

ど
、

市
役

所
内

部
の

状
況

も
変

化
し

て
い

ま
す

。
そ

の
た

め
、

職
員

全
体

の
基

本
的

な
知

識
・
能

力
の

向
上

を
は

じ
め

、
専

門
知

識
を

持
っ

た
人

材
の

育
成

、
長

期
的

な
視

野
に

立
っ

た
計

画
的

な
人

材
育

成
が

今
後

ま
す

ま
す

重
要

に
な

り
ま

す
。

・
『
個

人
の

能
力

』
と

『
組

織
力

』
の

向
上

を
図

り
、

組
織

全
体

の
士

気
高

揚
、

公
務

能
率

の
向

上
を

目
指

し
ま

す
。

・
多

様
化

す
る

行
政

課
題

に
柔

軟
か

つ
的

確
に

対
応

す
る

た
め

に
必

要
な

知
識

及
び

能
力

を
有

す
る

人
材

の
育

成
を

図
り

ま
す

。
・
毎

年
2
人

以
上

の
人

事
交

流
・
派

遣
を

目
指

し
ま

す
。

ま
た

、
３

人
以

上
の

中
央

研
修

受
講

を
目

指
し

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
総

務
課

計
画

的
・
戦

略
的

な
職

員
研

修
の

充
実

・
人

材
育

成
基

本
方

針
に

基
づ

く
職

員
研

修
計

画
を

毎
年

策
定

し
、

計
画

的
に

研
修

を
実

施
し

ま
す

。
・
社

会
ニ

ー
ズ

に
応

じ
た

職
員

研
修

を
実

施
し

ま
す

。
・
市

が
必

要
と

す
る

専
門

知
識

の
習

得
を

目
指

し
、

戦
略

的
に

中
央

研
修

等
に

参
加

し
ま

す
。

2
総

務
課

職
員

の
意

識
改

革
と

自
己

啓
発

支
援

・
コ

ス
ト

意
識

の
醸

成
、

業
務

改
善

等
に

積
極

的
に

取
り

組
む

職
員

を
育

成
す

る
た

め
、

職
員

派
遣

経
験

者
を

中
心

と
し

た
意

見
交

換
会

の
実

施
や

各
種

職
員

研
修

を
通

じ
、

職
員

の
意

識
改

革
を

図
り

ま
す

。
・
自

身
の

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
を

目
的

と
し

た
研

修
に

自
発

的
に

参
加

で
き

る
仕

組
み

作
り

を
行

い
ま

す
。

・
各

職
場

で
の

職
員

育
成

を
目

的
と

し
た

O
J
T
制

度
※

を
構

築
し

ま
す

。

3
総

務
課

人
事

交
流

等
の

推
進

・
県

・
他

市
等

と
連

携
し

、
人

事
交

流
や

職
員

派
遣

を
実

施
し

ま
す

。

4
総

務
課

専
門

人
材

の
育

成
・
デ

ジ
タ

ル
人

材
の

育
成

や
、

建
築

、
保

健
福

祉
な

ど
専

門
的

知
見

を
有

す
る

職
員

の
採

用
、

育
成

を
推

進
し

、
多

様
化

、
専

門
化

す
る

行
政

課
題

に
対

応
で

き
る

組
織

づ
く
り

を
進

め
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
計

画
策

定

令
和

6
年

度
実

施

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

２
．

組
織

の
最

適
化

と
人

材
育

成

1
0
定

員
管

理
の

適
正

化

　
定

員
適

正
化

計
画

の
実

践
に

よ
り

、
合

併
時

4
2
1
人

だ
っ

た
職

員
数

は
現

在
3
7
6
人

（
R

4
.4

.1
現

在
）
と

4
5
人

減
少

し
て

い
ま

す
。

本
市

の
人

口
1
0
,0

0
0
人

当
た

り
の

職
員

数
は

、
類

似
団

体
と

比
較

す
る

と
少

な
い

も
の

の
、

近
隣

自
治

体
と

の
比

較
で

は
多

く
な

っ
て

い
ま

す
。

今
後

も
事

務
量

等
を

把
握

し
、

適
正

な
定

員
管

理
を

行
う

必
要

が
あ

り
ま

す
。

　
ま

た
、

定
年

年
齢

の
引

上
げ

に
伴

い
、

6
0
歳

以
降

の
職

員
の

働
き

方
が

多
様

化
し

て
い

く
た

め
、

組
織

全
体

の
活

力
を

維
持

、
向

上
さ

せ
る

た
め

の
配

置
の

検
討

を
行

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。

・
み

や
ま

市
定

員
適

正
化

計
画

を
策

定
し

ま
す

。
・
定

年
引

上
げ

期
間

中
に

お
い

て
、

計
画

的
な

人
材

確
保

を
実

施
し

ま
す

。
・
適

正
な

定
員

管
理

に
よ

り
、

職
員

の
意

欲
を

引
き

出
し

、
能

力
を

最
大

限
発

揮
で

き
る

組
織

を
目

指
し

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
総

務
課

定
員

管
理

の
適

正
化

・
み

や
ま

市
定

員
適

正
化

計
画

を
策

定
し

、
長

期
的

な
視

野
を

持
ち

な
が

ら
定

員
の

適
正

化
に

努
め

ま
す

。
・
6
0
歳

以
降

の
職

員
の

働
き

方
の

動
向

に
つ

い
て

の
職

員
ア

ン
ケ

ー
ト

を
実

施
し

、
中

長
期

的
な

観
点

か
ら

新
規

採
用

者
の

採
用

計
画

を
策

定
し

ま
す

。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓

ヒ
ア

リ
ン

グ
・
対

策
実

施

↓↓ ↓ ↓

周
知

・
取

得
促

進

↓

・
長

時
間

労
働

の
是

正
や

休
暇

の
取

得
促

進
な

ど
、

仕
事

と
家

庭
の

両
立

支
援

、
働

き
や

す
い

環
境

を
整

え
る

こ
と

に
よ

り
、

ワ
ー

ク
ラ

イ
フ

バ
ラ

ン
ス

を
実

現
で

き
る

働
き

方
改

革
を

推
進

し
ま

す
。

・
年

次
有

給
休

暇
の

平
均

取
得

日
数

：
1
4
日

・
男

性
育

児
休

業
取

得
率

：
1
0
0
％

、
取

得
期

間
：
平

均
１

ヵ
月

以
上

・
時

間
外

勤
務

時
間

の
2
0
％

の
削

減
を

目
指

す
。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

休
暇

月
間

実
施

・
取

得
促

進

↓

2
．

組
織

の
最

適
化

と
人

材
育

成

1
1
働

き
方

改
革

の
推

進

　
職

員
が

心
身

と
も

に
健

康
で

働
き

続
け

る
た

め
に

は
、

ワ
ー

ク
ラ

イ
フ

バ
ラ

ン
ス

が
大

切
で

す
。

本
市

の
特

定
事

業
主

行
動

計
画

で
は

、
年

次
有

給
休

暇
の

平
均

取
得

日
数

を
１

４
日

以
上

と
定

め
て

い
ま

す
が

、
ま

だ
達

成
で

き
て

い
ま

せ
ん

。
ま

た
、

育
児

介
護

休
業

法
の

改
正

に
よ

り
、

男
性

の
育

児
休

業
取

得
を

積
極

的
に

進
め

て
お

り
、

取
得

者
数

は
増

え
て

い
ま

す
が

、
取

得
期

間
は

１
カ

月
未

満
の

人
が

ほ
と

ん
ど

で
す

。
　

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

に
よ

り
時

間
外

勤
務

の
現

状
の

把
握

や
、

ノ
ー

残
業

デ
ー

の
実

施
、

職
場

長
か

ら
の

声
掛

け
な

ど
で

時
間

外
勤

務
の

縮
減

を
図

っ
て

い
ま

す
が

、
依

然
と

し
て

時
間

外
勤

務
は

減
少

し
て

い
ま

せ
ん

。
長

時
間

労
働

は
、

職
員

の
健

康
被

害
や

、
そ

れ
を

補
う

た
め

の
代

替
職

員
の

配
置

、
周

囲
の

職
員

へ
の

影
響

な
ど

に
及

ぶ
た

め
、

早
急

な
対

策
が

必
要

で
す

。
　

新
型

コ
ロ

ナ
ワ

ク
チ

ン
感

染
症

な
ど

に
よ

り
、

多
く
の

出
勤

困
難

者
が

生
じ

ま
し

た
。

ま
た

、
介

護
休

暇
で

は
、

常
時

の
介

護
を

必
要

と
せ

ず
、

見
守

り
が

主
な

介
護

と
い

っ
た

場
合

も
あ

り
ま

す
。

出
勤

困
難

時
や

時
代

に
即

し
た

働
き

方
の

検
討

が
必

要
で

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

2
総

務
課

男
性

職
員

の
育

児
休

業
の

取
得

促
進

・
男

性
の

育
児

休
業

に
つ

い
て

、
引

き
続

き
職

員
へ

の
周

知
を

行
い

、
取

得
促

進
に

向
け

た
啓

発
を

実
施

し
ま

す
。

ま
た

、
対

象
者

に
は

職
場

長
が

面
談

を
実

施
し

、
取

得
し

や
す

い
、

長
期

間
取

得
で

き
る

雰
囲

気
を

づ
く
り

を
進

め
ま

す
。

・
実

際
に

取
得

し
た

男
性

職
員

の
体

験
談

を
聞

く
機

会
を

設
け

、
対

象
職

員
の

取
得

を
促

進
し

ま
す

。

1
総

務
課

休
暇

等
の

取
得

促
進

・
休

暇
取

得
月

間
を

定
め

る
な

ど
、

年
休

・
代

休
・
振

休
を

取
得

し
や

す
い

雰
囲

気
を

つ
く
り

ま
す

。
・
休

暇
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

を
実

施
し

、
年

休
取

得
の

目
標

達
成

に
向

け
た

具
体

的
な

取
組

を
検

討
し

、
併

せ
て

脳
ド

ッ
ク

な
ど

の
福

利
厚

生
事

業
の

紹
介

も
行

い
ま

す
。

4
総

務
課

テ
レ

ワ
ー

ク
の

推
進

・
対

象
職

場
の

設
定

や
職

場
内

で
の

業
務

分
担

の
見

直
し

、
W

i-
F
i設

備
の

貸
出

対
応

、
勤

務
時

間
な

ど
の

管
理

体
制

等
の

制
度

を
構

築
し

テ
レ

ワ
ー

ク
を

導
入

し
ま

す
。

3
総

務
課

時
間

外
勤

務
の

縮
減

・
時

間
外

勤
務

に
つ

い
て

各
課

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

実
施

し
、

時
間

外
勤

務
の

実
態

と
業

務
量

を
把

握
し

、
ノ

ー
残

業
デ

ー
の

徹
底

や
終

礼
時

の
職

場
長

の
声

掛
け

な
ど

、
時

間
外

勤
務

縮
減

に
向

け
た

取
組

を
実

施
し

ま
す

。
・
恒

常
的

に
時

間
外

勤
務

が
多

い
職

場
に

つ
い

て
は

、
会

計
年

度
任

用
職

員
の

ス
ポ

ッ
ト

配
置

や
、

デ
ジ

タ
ル

化
を

活
用

し
た

業
務

改
善

支
援

を
行

い
ま

す
。

制
度

構
築

実
施

↓ ↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
研

修
実

施
　

　
給

与
等

へ
反

映

令
和

6
年

度
↓

　
　

　
　

　
　

↓
　

令
和

7
年

度
↓

　
　

　
　

　
　

↓
　

令
和

8
年

度
↓

　
　

　
　

　
　

↓
　

令
和

9
年

度
↓

　
　

　
　

　
　

↓
　

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

２
．

組
織

の
最

適
化

と
人

材
育

成

1
2
人

事
評

価
制

度
の

推
進

　
人

事
評

価
は

、
地

方
公

務
員

法
上

、
そ

の
実

施
が

義
務

付
け

ら
れ

て
お

り
、

任
命

権
者

は
人

事
評

価
に

よ
り

、
給

与
、

分
限

そ
の

他
の

人
事

管
理

の
基

礎
と

し
て

活
用

す
る

も
の

と
さ

れ
、

ま
た

、
人

事
評

価
の

結
果

に
応

じ
た

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
　

本
市

で
は

、
今

後
、

評
価

結
果

を
給

与
等

に
活

用
す

る
仕

組
み

づ
く
り

が
必

要
で

す
。

・
人

事
評

価
制

度
の

公
平

公
正

な
運

用
に

よ
り

、
職

員
の

意
欲

や
能

力
の

向
上

を
図

り
、

人
材

育
成

に
努

め
ま

す
。

ま
た

、
給

与
等

へ
反

映
さ

せ
る

仕
組

み
づ

く
り

を
進

め
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
総

務
課

人
事

評
価

制
度

の
適

切
な

運
用

・
評

価
者

の
評

価
基

準
の

統
一

に
向

け
た

研
修

を
実

施
し

ま
す

。
ま

た
、

研
修

動
画

の
作

成
を

検
討

し
、

い
つ

で
も

学
べ

る
環

境
を

整
え

ま
す

。
・
給

与
等

に
反

映
さ

せ
る

仕
組

み
づ

く
り

を
行

い
ま

す
。

・
面

談
を

充
実

し
、

職
員

の
目

標
等

の
明

確
化

、
公

平
公

正
な

評
価

に
努

め
、

職
員

の
意

欲
の

向
上

を
図

り
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

随
時

見
直

し

↓ ↓ ↓ ↓

・
組

織
機

構
の

見
直

し
に

よ
り

、
各

課
の

業
務

の
平

準
化

を
図

り
、

人
員

の
適

正
配

置
を

行
い

ま
す

。
・
シ

ニ
ア

職
員

等
の

適
正

な
配

置
に

よ
り

知
識

と
経

験
を

活
用

し
、

組
織

の
活

性
化

、
適

材
適

所
の

職
員

配
置

を
推

進
し

ま
す

。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

2
．

組
織

の
最

適
化

と
人

材
育

成

1
3
組

織
・
機

構
の

見
直

し

　
近

年
、

権
限

移
譲

に
加

え
、

自
治

体
D

X
、

ワ
ン

ヘ
ル

ス
、

脱
炭

素
な

ど
新

し
い

視
点

で
の

事
業

が
自

治
体

に
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

ま
た

、
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

へ
の

対
応

な
ど

の
突

発
的

な
業

務
も

発
生

し
て

い
ま

す
。

こ
れ

ま
で

の
基

本
的

な
組

織
機

構
で

対
応

で
き

な
い

事
業

も
多

く
あ

り
、

そ
の

課
題

に
対

応
で

き
る

組
織

機
構

の
見

直
し

を
行

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。
一

方
、

本
市

独
自

の
視

点
か

ら
先

進
的

な
事

業
に

も
多

く
取

り
組

ん
で

い
ま

す
。

そ
れ

ら
の

状
況

を
総

合
的

に
見

て
、

組
織

機
構

の
見

直
し

を
行

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

新
規

事
業

や
重

要
施

策
は

、
こ

れ
ま

で
の

枠
組

み
で

は
対

応
で

き
な

い
場

合
も

あ
り

、
横

断
的

な
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

の
活

用
も

検
討

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

2
総

務
課

組
織

間
連

携
の

推
進

・
新

規
事

業
や

重
要

施
策

な
ど

に
つ

い
て

は
、

横
断

的
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

を
活

用
し

、
業

務
の

効
率

化
を

図
り

ま
す

。

1
総

務
課

行
政

課
題

に
対

応
で

き
る

組
織

機
構

の
見

直
し

・
施

策
分

類
を

ワ
ン

ヘ
ル

ス
、

脱
炭

素
、

デ
ジ

タ
ル

化
な

ど
の

重
要

施
策

分
野

と
基

本
的

行
政

分
野

に
分

け
、

経
験

豊
富

な
シ

ニ
ア

職
員

や
再

任
用

職
員

を
効

果
的

に
配

置
し

た
上

で
部

署
の

新
設

・
統

廃
合

を
実

施
し

ま
す

。
ま

た
、

国
土

調
査

事
業

な
ど

規
模

が
縮

小
す

る
部

署
に

つ
い

て
も

、
統

合
な

ど
あ

り
方

を
検

討
し

ま
す

。

3
総

務
課

事
務

分
掌

の
見

直
し

・
国

、
県

の
所

管
に

基
づ

き
、

効
率

の
良

い
業

務
体

制
と

な
る

よ
う

事
務

分
掌

を
見

直
し

ま
す

。
・
所

管
が

決
ま

っ
て

い
な

い
業

務
等

を
洗

い
出

し
、

速
や

か
に

所
管

課
を

決
定

し
ま

す
。

随
時

活
用

↓ ↓ ↓ ↓

調
査

・
実

施

↓ ↓ ↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
各

種
研

修
会

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
各

種
研

修
会

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
職

場
点

検
・
改

善

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

令
和

5
年

度
各

種
研

修
会

令
和

6
年

度
↓

令
和

7
年

度
↓

令
和

8
年

度
↓

令
和

9
年

度
↓

２
．

組
織

の
最

適
化

と
人

材
育

成

1
4
働

き
や

す
い

職
場

づ
く
り

　
令

和
2
年

度
に

、
職

員
ア

ン
ケ

ー
ト

の
結

果
等

を
踏

ま
え

、
第

4
期

特
定

事
業

主
行

動
計

画
を

策
定

し
、

働
き

や
す

い
職

場
環

境
整

備
を

進
め

て
い

ま
す

。
時

間
外

勤
務

の
増

加
や

休
暇

取
得

日
数

の
減

少
は

、
職

員
の

健
康

や
メ

ン
タ

ル
へ

の
影

響
が

大
き

く
、

市
民

サ
ー

ビ
ス

の
低

下
に

つ
な

が
る

た
め

、
早

急
な

対
策

が
必

要
で

す
。

ま
た

、
日

頃
よ

り
声

を
掛

け
合

い
お

互
い

を
理

解
す

る
こ

と
で

風
通

し
の

良
い

職
場

を
作

り
、

信
頼

で
き

る
人

間
関

係
を

構
築

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

・
働

き
や

す
い

職
場

づ
く
り

を
通

し
て

、
職

員
の

意
欲

・
能

力
を

引
き

出
し

、
市

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を
図

る
と

と
も

に
、

職
員

の
心

身
の

ケ
ア

を
行

い
ま

す
。

・
誰

も
が

安
心

し
て

働
け

る
職

場
環

境
づ

く
り

を
進

め
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

1
総

務
課

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

実
施

・
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

に
係

る
研

修
会

を
開

催
し

、
職

員
の

心
の

健
康

管
理

に
努

め
ま

す
。

2
総

務
課

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

の
実

施

・
各

種
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
研

修
会

を
所

属
長

主
催

で
開

催
し

ま
す

。
所

属
長

は
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

策
を

研
究

し
、

職
員

に
伝

え
る

こ
と

に
よ

り
、

職
場

内
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

活
性

化
さ

せ
、

相
談

し
や

す
く
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

生
ま

な
い

体
制

づ
く
り

を
推

進
し

ま
す

。

3
総

務
課

働
き

や
す

い
環

境
づ

く
り

・
労

働
安

全
衛

生
委

員
会

を
充

実
さ

せ
る

と
と

も
に

、
特

定
事

業
主

行
動

計
画

を
推

進
し

、
職

場
環

境
の

改
善

を
図

り
ま

す
。

・
障

が
い

に
対

す
る

理
解

を
深

め
、

障
が

い
の

有
無

に
関

わ
ら

ず
、

誰
も

が
安

心
し

て
働

け
る

職
場

環
境

づ
く
り

を
推

進
し

ま
す

。

4
総

務
課

風
通

し
の

良
い

職
場

づ
く
り

・
互

助
会

な
ど

勤
務

時
間

外
の

活
動

の
推

進
や

、
職

場
内

研
修

の
充

実
を

図
り

、
面

談
の

実
施

や
普

段
か

ら
の

声
掛

け
な

ど
、

職
員

間
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
機

会
を

増
や

し
、

信
頼

関
係

を
築

き
、

風
通

し
の

良
い

職
場

環
境

づ
く
り

を
行

い
ま

す
。
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

検
討

↓

方
向

性
の

決
定

3
市

民
課

窓
口

所
管

課
窓

口
サ

ー
ビ

ス
へ

の
民

間
活

力
の

活
用

・
窓

口
業

務
や

内
部

事
務

の
業

務
委

託
等

の
検

討
を

行
い

、
業

務
の

軽
減

や
人

員
の

適
正

配
置

を
検

討
し

ま
す

。

2
企

画
振

興
課

ふ
る

さ
と

納
税

業
務

の
民

間
委

託
・
ふ

る
さ

と
納

税
事

務
の

民
間

委
託

に
つ

い
て

調
査

・
研

究
を

行
い

、
自

治
体

業
務

の
ス

リ
ム

化
、

費
用

対
効

果
、

寄
附

額
増

加
の

可
能

性
な

ど
の

観
点

か
ら

判
断

し
、

民
間

委
託

の
導

入
を

検
討

し
ま

す
。

1
総

務
課

全
課

民
間

委
託

等
の

活
用

・
民

間
委

託
業

務
の

分
類

整
理

を
行

う
た

め
の

各
課

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

実
施

し
、

活
用

可
能

な
業

務
か

ら
随

時
導

入
し

ま
す

。
・
先

進
的

取
組

や
民

間
活

力
の

活
用

が
必

要
な

も
の

に
つ

い
て

の
包

括
的

連
携

協
定

を
検

討
し

ま
す

。

3
．

民
間

活
力

の
活

用
と

多
様

な
主

体
と

の
連

携

1
5
民

間
委

託
等

の
推

進

　
市

民
の

生
活

に
密

着
し

た
自

治
体

に
求

め
ら

れ
て

い
る

業
務

は
広

範
囲

に
わ

た
り

、
年

々
複

雑
化

し
、

高
度

化
し

て
い

ま
す

。
直

接
、

行
政

が
取

り
組

む
も

の
、

制
度

を
作

り
民

間
等

に
実

施
を

ゆ
だ

ね
る

業
務

な
ど

の
振

り
分

け
が

必
要

で
す

。
現

在
、

取
組

ん
で

い
る

業
務

に
つ

い
て

、
整

理
を

行
い

民
間

委
託

な
ど

を
進

め
ま

す
。

ま
た

、
民

間
の

力
を

活
用

す
る

た
め

、
包

括
的

連
携

協
定

な
ど

の
方

法
も

検
討

し
ま

す
。

　
ふ

る
さ

と
納

税
事

務
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
ま

で
お

礼
状

の
発

送
や

寄
附

者
へ

の
対

応
、

返
礼

品
の

開
発

な
ど

職
員

で
行

っ
て

い
ま

す
。

先
進

の
自

治
体

で
は

地
域

商
社

や
専

門
業

者
に

ふ
る

さ
と

納
税

事
務

を
委

託
し

、
民

間
活

力
を

活
用

し
て

寄
附

額
を

延
ば

し
て

い
る

と
こ

ろ
も

あ
り

ま
す

。
近

年
、

寄
附

額
も

減
少

傾
向

に
あ

る
こ

と
か

ら
、

民
間

活
力

を
活

用
し

、
ふ

る
さ

と
納

税
の

寄
附

額
の

増
加

に
資

す
る

運
営

方
法

の
検

討
が

必
要

で
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
民

間
活

力
の

活
用

に
よ

り
、

市
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
や

事
務

の
効

率
化

、
人

員
の

適
正

配
置

を
推

進
し

ま
す

。
・
ふ

る
さ

と
納

税
事

務
の

民
間

委
託

に
つ

い
て

、
調

査
・
研

究
し

、
寄

附
額

の
増

加
な

ど
が

見
込

め
る

場
合

は
導

入
を

検
討

し
ま

す
。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

業
務

調
査

・
分

類

随
時

実
施

↓ ↓ ↓

先
進

自
治

体
の

調
査

・
研

究

民
間

委
託

化
方

向
性

の
決

定

実
施

↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度
庁

内
連

携
会

議
制

度
対

象
施

設
検

討

令
和

7
年

度
↓

制
度

導
入

検
討

令
和

8
年

度
↓

募
集

・
選

定
実

施

令
和

9
年

度
↓

↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

2
社

会
教

育
課

市
民

セ
ン

タ
ー

等
へ

の
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
・
総

合
市

民
セ

ン
タ

ー
・
山

川
市

民
セ

ン
タ

ー
・
ま

い
ピ

ア
高

田
の

3
施

設
を

一
括

運
営

と
す

る
指

定
管

理
者

制
度

導
入

を
進

め
ま

す
。

1
契

約
検

査
課

指
定

管
理

者
制

度
の

積
極

的
な

導
入

・
近

隣
自

治
体

の
事

例
調

査
を

行
い

、
施

設
を

管
理

し
て

い
る

部
署

と
の

庁
内

連
携

会
議

を
開

催
し

、
導

入
可

能
な

施
設

か
ら

随
時

実
施

し
ま

す
。

・
導

入
の

方
向

性
や

指
定

管
理

者
制

度
の

基
準

及
び

対
象

施
設

の
検

討
を

行
い

ま
す

。

3
．

民
間

活
力

の
活

用
と

多
様

な
主

体
と

の
連

携

1
6
指

定
管

理
者

制
度

の
活

用

　
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
に

つ
い

て
は

、
第

1
次

行
政

改
革

の
取

組
み

で
検

討
を

行
い

ま
し

た
が

、
道

の
駅

以
外

の
施

設
に

つ
い

て
は

財
政

効
果

が
見

込
め

な
い

こ
と

か
ら

導
入

に
は

至
っ

て
い

ま
せ

ん
。

　
令

和
4
年

1
0
月

に
開

館
し

た
み

や
ま

市
総

合
市

民
セ

ン
タ

ー
は

、
管

理
運

営
計

画
に

基
づ

き
3
年

後
を

目
途

に
指

定
管

理
者

制
度

の
導

入
を

進
め

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
ま

す
。

開
館

後
、

年
間

を
通

じ
た

施
設

の
運

営
費

等
が

ま
だ

明
確

で
な

い
た

め
今

後
の

状
況

把
握

と
類

似
施

設
の

情
報

収
集

を
行

う
必

要
が

あ
り

ま
す

。
市

内
に

は
他

に
山

川
市

民
セ

ン
タ

ー
と

ま
い

ピ
ア

高
田

の
2
施

設
を

は
じ

め
社

会
教

育
施

設
、

社
会

体
育

施
設

が
あ

り
ま

す
が

、
施

設
老

朽
化

の
課

題
を

抱
え

な
が

ら
指

定
管

理
者

制
度

導
入

も
検

討
す

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
指

定
管

理
者

制
度

に
つ

い
て

の
調

査
・
検

討
を

実
施

し
、

庁
内

検
討

体
制

の
整

備
を

行
い

制
度

の
導

入
を

目
指

し
ま

す
。

・
総

合
市

民
セ

ン
タ

ー
・
山

川
市

民
セ

ン
タ

ー
・
ま

い
ピ

ア
高

田
3
施

設
一

括
の

指
定

管
理

者
制

度
導

入
を

進
め

ま
す

。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

調
査

検
討

導
入

検
討

↓ ↓

3
施

設
指

定
管

理
導

入
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

調
査

随
時

実
施

↓ ↓ ↓

防
災

士
育

成
　

研
修

実
施

↓ ↓ ↓ ↓

組
織

化
　

　
個

別
計

画
策

定

↓
　

　
　

　
　

　
　

↓
　

　

↓
　

　
　

　
　

　
　

↓
　

　

↓
　

　
　

　
　

　
　

↓
　

　

↓
　

　
　

　
　

　
　

↓
　

　

3
総

務
課

避
難

所
W

i-
F
i設

備
の

整
備

・
避

難
時

の
情

報
収

集
手

段
を

確
保

す
る

た
め

、
各

避
難

所
に

W
i-

F
i設

備
を

整
備

し
、

災
害

情
報

や
気

象
情

報
な

ど
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

等
で

い
つ

で
も

取
得

で
き

る
環

境
を

整
備

し
ま

す
。

1
総

務
課

自
主

防
災

組
織

の
育

成
と

福
祉

の
連

携

・
行

政
区

を
単

位
と

し
た

自
主

防
災

組
織

の
結

成
を

推
進

し
、

図
上

訓
練

や
避

難
訓

練
及

び
防

災
資

機
材

の
整

備
な

ど
自

主
防

災
活

動
に

対
す

る
支

援
を

行
い

ま
す

。
・
既

存
計

画
の

見
直

し
を

し
な

が
ら

実
効

性
の

あ
る

個
別

避
難

計
画

を
作

成
し

ま
す

。

2
総

務
課

防
災

士
の

養
成

と
育

成

・
行

政
区

長
、

公
民

館
支

館
な

ど
と

連
携

を
図

り
、

防
災

リ
ー

ダ
ー

と
な

り
え

る
人

材
を

発
掘

し
、

防
災

士
の

資
格

取
得

を
支

援
し

ま
す

。
・
継

続
的

な
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
研

修
や

活
動

報
告

会
を

実
施

し
、

防
災

士
の

知
識

や
技

能
の

維
持

向
上

を
図

り
ま

す
。

3
．

民
間

活
力

の
活

用
と

多
様

な
主

体
と

の
連

携

1
7
地

域
防

災
力

の
向

上

　
近

年
、

非
常

に
大

き
な

災
害

が
頻

発
し

て
い

る
な

か
、

地
域

住
民

で
助

け
合

う
自

主
防

災
組

織
の

結
成

を
推

進
し

て
い

ま
す

が
、

組
織

率
は

約
6
割

に
留

ま
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

地
域

防
災

リ
ー

ダ
ー

の
不

足
か

ら
自

主
防

災
活

動
が

停
滞

し
て

い
る

地
域

も
あ

り
ま

す
。

令
和

２
年

度
か

ら
防

災
士

の
養

成
に

取
り

組
ん

で
い

ま
す

が
、

依
然

と
し

て
不

足
し

て
い

る
状

況
に

あ
り

ま
す

。
　

豪
雨

災
害

時
に

は
、

迅
速

な
被

災
情

報
の

収
集

や
住

民
に

対
す

る
被

害
状

況
の

発
信

が
で

き
て

お
ら

ず
、

災
害

情
報

を
知

り
た

い
住

民
か

ら
の

電
話

対
応

に
追

わ
れ

て
い

る
現

状
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
に

つ
い

て
は

、
ス

マ
ー

ト
フ

ォ
ン

な
ど

で
も

詳
細

に
確

認
で

き
る

W
E
B

版
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

の
整

備
が

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
自

主
防

災
組

織
の

結
成

の
促

進
や

個
別

避
難

計
画

の
作

成
な

ど
に

取
り

組
み

ま
す

。
・
自

主
防

災
組

織
の

結
成

率
９

０
％

・
個

別
避

難
計

画
作

成
率

９
５

％
・
防

災
士

養
成

者
１

０
５

人
・
通

行
止

め
情

報
な

ど
の

災
害

情
報

を
W

E
B

上
で

閲
覧

で
き

る
シ

ス
テ

ム
と

W
E
B

版
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

を
構

築
す

る
。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

4
秘

書
広

報
課

全
課

メ
タ

バ
ー

ス
等

新
た

な
情

報
発

信
ツ

ー
ル

の
活

用

・
観

光
や

食
、

文
化

芸
能

な
ど

の
情

報
に

つ
い

て
、

メ
タ

バ
ー

ス
な

ど
新

た
な

情
報

発
信

手
段

を
活

用
し

、
市

の
情

報
を

よ
り

伝
わ

り
や

す
い

手
法

を
検

討
し

、
交

流
人

口
の

増
加

や
情

報
発

信
の

強
化

を
図

り
ま

す
。

・
職

員
採

用
試

験
の

募
集

に
際

し
、

H
P

や
L
IN

E
等

Ｓ
Ｎ

Ｓ
を

活
用

し
、

動
画

や
メ

タ
バ

ー
ス

な
ど

多
様

な
方

法
で

み
や

ま
市

役
所

の
業

務
や

魅
力

を
発

信
し

、
幅

広
い

優
秀

な
人

材
の

確
保

に
努

め
ま

す
。

運
用

ポ
リ

シ
ー

見
直

し

実
施

↓ ↓ ↓ 実
施

↓ ↓ ↓ ↓

附
属

機
関

一
覧

H
P

掲
載

附
属

機
関

ペ
ー

ジ
作

成
依

頼

開
催

状
況

掲
載

1
秘

書
広

報
課

S
N

S
等

を
活

用
し

た
情

報
発

信
の

強
化

・
S
N

S
等

の
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

媒
体

の
活

用
、

ｄ
ボ

タ
ン

広
報

誌
や

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

Ｆ
Ｍ

な
ど

多
様

な
ツ

ー
ル

を
利

用
し

、
リ

ア
ル

タ
イ

ム
に

行
政

情
報

を
発

信
し

ま
す

。
・
市

民
が

必
要

な
時

に
必

要
な

情
報

を
得

ら
れ

る
体

制
整

備
を

推
進

し
ま

す
。

・
市

に
関

す
る

情
報

を
マ

ス
コ

ミ
に

積
極

的
に

提
供

し
、

メ
デ

ィ
ア

を
通

じ
て

ニ
ュ

ー
ス

と
し

て
報

道
し

て
も

ら
う

「
パ

ブ
リ

シ
テ

ィ
」
の

活
用

強
化

に
努

め
ま

す
。

2
商

工
観

光
課

観
光

情
報

発
信

の
強

化
・
1
万

件
ポ

ス
ト

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

、
フ

ォ
ト

コ
ン

テ
ス

ト
、

イ
ン

ス
タ

映
え

P
R

動
画

製
作

な
ど

イ
ン

ス
タ

グ
ラ

ム
等

を
活

用
し

た
知

名
度

向
上

及
び

地
域

の
魅

力
を

創
造

し
発

信
し

ま
す

。

3
総

務
課

会
議

の
公

開
と

積
極

的
な

情
報

提
供

・
市

の
附

属
機

関
の

会
議

の
公

開
や

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
掲

載
に

つ
い

て
の

ル
ー

ル
化

を
推

進
し

、
積

極
的

な
情

報
公

開
を

実
施

し
ま

す
。

3
．

民
間

活
力

の
活

用
と

多
様

な
主

体
と

の
連

携

1
8
情

報
発

信
の

強
化

　
現

在
本

市
に

お
け

る
行

政
情

報
の

提
供

は
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

広
報

紙
を

中
心

に
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
媒

体
や

dボ
タ

ン
広

報
誌

に
よ

り
行

っ
て

い
ま

す
が

、
今

後
の

情
報

発
信

を
「
伝

え
る

」
か

ら
「
伝

わ
る

」
へ

、
ま

た
リ

ア
ル

タ
イ

ム
に

提
供

で
き

る
よ

う
、

更
な

る
情

報
発

信
の

充
実

・
強

化
が

必
要

で
す

。
と

り
わ

け
本

市
の

魅
力

あ
る

観
光

資
源

は
戦

略
的

に
発

信
し

て
い

く
こ

と
も

必
要

で
す

。
　

附
属

機
関

の
会

議
に

つ
い

て
は

、
特

別
の

場
合

を
除

き
公

開
し

て
い

ま
す

が
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

上
に

開
催

状
況

や
会

議
録

等
の

掲
載

に
つ

い
て

は
、

委
員

会
等

に
よ

り
ば

ら
つ

き
が

あ
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
様

々
な

媒
体

を
活

用
し

た
市

民
へ

の
リ

ア
ル

タ
イ

ム
の

行
政

情
報

発
信

及
び

情
報

が
「
伝

わ
る

」
よ

う
な

運
用

ポ
リ

シ
ー

の
見

直
し

を
行

い
ま

す
。

・
S
N

S
等

を
活

用
し

た
情

報
発

信
強

化
に

努
め

ま
す

。
・
L
IN

E
の

お
友

だ
ち

数
8
,0

0
0
人

·イ
ン

ス
タ

グ
ラ

ム
フ

ォ
ロ

ワ
ー

数
2
,0

0
0
人

·１
万

件
ポ

ス
ト

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

1
0
,0

0
0
件

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
） ↓ ↓

会
議

録
掲

載

↓

検
討

・
実

施

↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

広
域

化
の

調
査

・
研

究
・
協

議

↓ ↓↓ ↓

4
社

会
教

育
課

南
筑

後
地

域
に

お
け

る
連

携
事

業
の

推
進

・
南

筑
後

地
域

の
将

来
を

担
う

次
世

代
の

人
材

育
成

に
取

り
組

む
た

め
、

6
市

町
が

連
携

し
て

中
学

生
を

対
象

と
し

た
「
合

宿
型

リ
ー

ダ
ー

育
成

プ
ロ

グ
ラ

ム
」
を

実
施

し
ま

す
。

3
上

下
水

道
課

上
下

水
道

の
広

域
化

の
推

進

・
水

道
事

業
、

下
水

道
事

業
の

近
隣

事
業

体
と

の
将

来
的

な
広

域
化

を
目

指
し

ま
す

。
広

域
化

の
最

大
の

事
業

効
果

が
見

込
ま

れ
る

事
業

統
合

に
つ

い
て

は
、

事
業

者
間

の
合

意
形

成
に

長
期

間
を

要
す

る
た

め
、

ま
ず

は
ど

の
よ

う
な

広
域

化
の

類
型

な
ら

で
き

る
の

か
、

各
事

業
体

に
と

っ
て

ど
れ

ほ
ど

の
効

果
が

あ
る

の
か

な
ど

調
査

研
究

を
進

め
ま

す
。

2
総

務
課

広
域

行
政

の
推

進
・
各

課
と

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

通
し

事
務

事
業

の
把

握
を

行
い

、
専

門
性

の
高

い
業

務
や

広
域

化
で

メ
リ

ッ
ト

が
生

ま
れ

る
業

務
の

洗
い

出
し

を
行

い
、

広
域

行
政

の
推

進
に

よ
る

業
務

の
効

率
化

を
図

り
ま

す
。

1
企

画
振

興
課

有
明

圏
域

定
住

自
立

圏
に

お
け

る
広

域
連

携
の

推
進

・
有

明
圏

域
内

の
施

設
の

相
互

利
用

や
業

務
の

共
同

運
用

な
ど

、
効

果
的

・
効

率
的

に
行

え
る

事
業

を
検

討
し

ま
す

。

3
．

民
間

活
力

の
活

用
と

多
様

な
主

体
と

の
連

携

1
9
効

果
的

な
広

域
行

政
の

推
進

　
日

常
生

活
圏

の
拡

大
や

複
雑

・
多

様
化

す
る

行
政

課
題

に
効

果
的

・
効

率
的

に
対

応
し

て
い

く
た

め
に

は
、

広
域

連
携

の
一

層
の

推
進

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

近
隣

自
治

体
と

連
携

す
る

こ
と

で
業

務
の

効
率

化
や

市
民

の
利

便
性

の
向

上
、

専
門

性
の

高
い

職
員

を
確

保
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

な
ど

、
市

単
独

で
実

施
す

る
よ

り
も

効
果

が
高

い
も

の
に

つ
い

て
は

、
更

な
る

連
携

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
新

た
な

連
携

事
業

等
を

検
討

し
、

有
明

圏
域

定
住

自
立

圏
共

生
ビ

ジ
ョ

ン
改

定
時

に
盛

り
込

み
ま

す
。

・
他

自
治

体
の

と
の

広
域

連
携

に
よ

る
専

門
性

の
高

い
職

員
の

育
成

を
図

り
ま

す
。

・
南

筑
後

地
域

の
次

世
代

を
担

う
人

材
育

成
に

取
り

組
み

ま
す

。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

事
業

検
討

↓

第
4
次

ビ
ジ

ョ
ン

反
映

事
業

実
施

↓

業
務

調
査

・
分

類

広
域

化
検

討
・
実

施

↓ ↓ ↓

事
業

実
施

↓ ↓ ↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度
適

正
管

理
施

設
統

廃
合

検
討

令
和

6
年

度
↓

↓

令
和

7
年

度
↓

↓

令
和

8
年

度
↓

↓

令
和

9
年

度
↓

↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

1
契

約
検

査
課

施
設

保
有

課
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

に
基

づ
く
施

設
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

・
令

和
３

年
度

に
改

訂
を

行
っ

た
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

に
基

づ
き

、
公

共
施

設
等

の
更

新
、

統
廃

合
、

長
寿

命
化

を
行

い
、

将
来

の
更

新
費

用
の

削
減

を
図

り
ま

す
。

・
み

や
ま

市
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

推
進

委
員

会
を

開
催

し
、

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
を

推
進

し
ま

す
。

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
0
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

に
基

づ
く
施

設
の

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

　
本

市
の

公
共

施
設

等
は

、
老

朽
化

が
進

み
、

改
修

・
更

新
時

期
を

迎
え

る
と

多
額

の
費

用
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

人
口

減
少

・
少

子
高

齢
化

が
進

展
し

、
生

産
年

齢
人

口
の

減
少

に
よ

る
税

収
の

減
少

や
社

会
保

障
費

の
増

大
に

よ
り

、
厳

し
い

財
政

状
況

と
な

っ
て

い
ま

す
。

長
期

的
に

安
定

し
た

公
共

施
設

の
維

持
補

修
・
更

新
の

た
め

、
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

に
基

づ
く
公

共
施

設
の

適
正

管
理

が
求

め
ら

れ
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
公

共
施

設
等

総
合

管
理

計
画

に
基

づ
き

、
イ

ン
フ

ラ
資

産
の

長
寿

命
化

に
向

け
て

計
画

的
な

維
持

管
理

や
改

修
等

を
進

め
、

適
正

な
公

共
施

設
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
を

推
進

し
ま

す
。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

1
財

政
課

中
期

財
政

見
通

し
の

作
成

・
中

長
期

的
な

視
点

に
立

っ
た

財
政

健
全

化
の

た
め

の
指

針
と

な
る

中
期

財
政

見
通

し
を

作
成

し
、

事
業

の
平

準
化

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
持

続
可

能
な

財
政

運
営

を
推

進
し

ま
す

。

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
1
中

期
財

政
見

通
し

の
作

成

　
少

子
・
高

齢
化

の
進

展
や

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

の
増

加
や

公
債

費
の

増
加

、
公

共
施

設
の

老
朽

化
に

よ
る

改
修

、
更

新
等

に
よ

り
、

今
後

も
厳

し
い

財
政

運
営

が
予

想
さ

れ
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
中

期
財

政
見

通
し

を
作

成
し

、
持

続
可

能
な

財
政

運
営

を
図

り
ま

す
。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

中
期

財
政

見
通

し
作

成

中
期

財
政

見
通

し
改

訂

↓ ↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度
規

定
見

直
し

周
知

・
説

明

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

4
市

民
課

税
務

課
農

業
委

員
会

手
数

料
の

見
直

し
近

隣
市

の
状

況
や

証
明

書
等

の
コ

ン
ビ

ニ
交

付
の

導
入

を
踏

ま
え

、
手

数
料

の
見

直
し

を
行

い
ま

す
。

3
企

画
振

興
課

ふ
る

さ
と

納
税

等
の

推
進

に
よ

る
歳

入
の

確
保

・
個

人
版

ふ
る

さ
と

納
税

に
つ

い
て

、
新

た
な

返
礼

品
の

開
発

や
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

の
追

加
な

ど
を

実
施

し
、

本
市

の
貴

重
な

一
般

財
源

の
確

保
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

寄
附

者
の

賛
同

を
得

ら
れ

る
魅

力
あ

る
使

途
の

検
討

を
行

い
ま

す
。

・
市

長
の

ト
ッ

プ
セ

ー
ル

ス
に

よ
り

企
業

版
ふ

る
さ

と
納

税
を

推
進

し
ま

す
。

ま
た

、
本

市
の

取
組

を
よ

り
多

く
の

企
業

等
に

Ｐ
Ｒ

す
る

た
め

、
集

客
が

高
い

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
へ

加
入

し
ま

す
。

・
新

規
事

業
や

重
要

施
策

に
つ

い
て

、
ガ

バ
メ

ン
ト

ク
ラ

ウ
ド

フ
ァ

ン
デ

ィ
ン

グ
の

活
用

を
検

討
し

ま
す

。

2
社

会
教

育
課

施
設

使
用

料
の

見
直

し
・
各

種
団

体
へ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

等
を

行
い

な
が

ら
、

免
除

団
体

や
行

政
機

関
に

関
す

る
免

除
規

定
を

見
直

し
、

施
設

使
用

料
の

適
正

化
に

努
め

ま
す

。

1
税

務
課

収
納

対
策

の
強

化
・
口

座
振

替
や

コ
ン

ビ
ニ

収
納

、
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

納
付

等
を

活
用

し
、

期
限

内
納

付
を

推
進

し
ま

す
。

・
法

令
に

基
づ

き
滞

納
整

理
を

強
化

し
ま

す
。

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
2
歳

入
の

確
保

　
市

税
の

収
納

対
策

に
つ

い
て

は
、

口
座

振
替

の
推

進
や

コ
ン

ビ
ニ

収
納

、
キ

ャ
ッ

シ
ュ

レ
ス

納
付

を
活

用
し

、
納

税
者

の
利

便
性

向
上

を
図

り
、

収
納

率
の

向
上

に
努

め
て

い
ま

す
。

未
納

者
に

つ
い

て
も

、
文

書
催

告
の

ほ
か

、
電

話
催

告
、

夜
間

徴
収

、
差

押
等

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
今

後
も

市
税

の
徴

収
率

の
向

上
に

努
め

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 　

公
共

施
設

の
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

適
正

な
利

用
料

金
と

な
る

よ
う

に
努

め
、

行
政

機
関

等
に

つ
い

て
は

使
用

料
を

免
除

し
て

い
ま

す
が

、
昨

今
の

情
勢

を
鑑

み
行

政
機

関
や

各
種

団
体

に
つ

い
て

も
徴

収
す

る
よ

う
規

程
を

見
直

す
必

要
が

あ
り

ま
す

。
 ふ

る
さ

と
納

税
の

推
進

に
つ

い
て

は
、

ポ
ー

タ
ル

サ
イ

ト
を

活
用

し
、

返
礼

品
の

開
発

、
P

R
を

行
っ

て
い

ま
す

が
、

近
年

寄
附

額
は

減
少

傾
向

に
あ

り
ま

す
。

ふ
る

さ
と

納
税

の
更

な
る

推
進

を
は

じ
め

、
ク

ラ
ウ

ド
フ

ァ
ン

デ
ィ

ン
グ

な
ど

新
た

な
財

源
確

保
の

検
討

が
必

要
で

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
市

税
徴

収
率

9
5
％

以
上

を
目

指
し

ま
す

。
（
R

3
：
9
4
.1

％
）

・
免

除
既

定
の

見
直

し
を

実
施

し
、

受
益

者
負

担
の

適
正

化
を

図
り

ま
す

。
・
各

種
手

数
料

を
適

正
な

料
金

に
見

直
し

、
受

益
者

負
担

の
適

正
化

を
図

り
ま

す
。

・
個

人
版

・
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

を
推

進
し

、
一

般
財

源
確

保
に

努
め

ま
す

。
・
個

人
版

ふ
る

さ
と

納
税

寄
附

額
3
億

円
（
年

間
）
を

目
指

し
ま

す
。

・
企

業
版

寄
附

額
1
,0

0
0
万

円
（
累

計
）
を

目
指

し
ま

す
。

（
R

5
～

R
6
）

※
企

業
版

ふ
る

さ
と

納
税

の
特

例
措

置
は

R
6
ま

で
の

予
定

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

随
時

実
施

↓ ↓ ↓ ↓

免
除

規
定

運
用

↓ ↓ ↓

ふ
る

さ
と

納
税

の
推

進

実
施

↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓

調
査

検
討
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度
補

助
交

付
金

調
書

作
成

検
証

・
予

算
反

映

令
和

6
年

度
↓

↓

令
和

7
年

度
↓

↓

令
和

8
年

度
↓

↓

令
和

9
年

度
↓

↓

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

調
査

・
検

討

旅
費

規
程

の
見

直
し

実
施

2
財

政
課

全
課

補
助

交
付

金
の

適
正

化

・
予

算
編

成
時

に
は

、
補

助
交

付
金

等
調

書
を

作
成

し
、

補
助

金
等

の
公

平
性

・
公

益
性

の
視

点
か

ら
の

効
果

を
検

証
し

ま
す

。
・
補

助
金

等
の

必
要

性
、

費
用

対
効

果
、

経
費

負
担

の
在

り
方

等
を

検
証

し
、

補
助

金
額

の
抑

制
に

努
め

ま
す

。

3
総

務
課

旅
費

規
程

の
見

直
し

・
近

隣
市

と
比

較
し

、
旅

費
（
日

当
）
の

支
給

水
準

が
高

い
こ

と
か

ら
、

旅
費

規
程

の
見

直
し

を
検

討
し

ま
す

。

1
財

政
課

全
課

縮
減

可
能

な
歳

出
の

洗
い

出
し

・
類

似
事

業
で

統
合

で
き

る
も

の
は

な
い

か
、

コ
ロ

ナ
禍

に
よ

り
事

業
内

容
の

変
更

が
必

要
な

も
の

は
な

い
か

な
ど

、
歳

出
の

洗
い

出
し

調
査

を
行

い
、

縮
減

可
能

な
も

の
か

ら
取

り
組

む
と

と
も

に
、

予
算

編
成

に
反

映
さ

せ
ま

す
。

調
査

・
随

時
実

施

↓ ↓ ↓ ↓

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
3
歳

出
の

見
直

し

　
こ

れ
ま

で
、

行
政

改
革

大
綱

に
基

づ
き

、
合

併
効

果
を

最
大

限
に

生
か

し
た

歳
出

削
減

の
取

組
を

推
進

し
、

一
定

の
成

果
を

上
げ

て
き

ま
し

た
。

し
か

し
、

地
方

交
付

税
の

減
額

や
人

口
減

少
、

少
子

高
齢

化
の

進
行

に
よ

る
社

会
保

障
関

係
経

費
の

増
加

、
大

規
模

事
業

に
よ

る
公

債
費

の
増

加
な

ど
、

今
後

の
財

政
運

営
は

さ
ら

に
厳

し
く
な

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

ま
す

。
　

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
を

確
立

す
る

た
め

、
よ

り
一

層
の

歳
出

の
縮

減
に

努
め

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

補
助

金
等

に
つ

い
て

も
、

公
平

性
や

公
益

性
の

視
点

か
ら

効
果

を
検

証
し

、
適

正
化

に
努

め
て

い
く
必

要
が

あ
り

ま
す

。
　

職
員

の
旅

費
（
日

当
）
は

、
近

隣
市

よ
り

高
い

水
準

で
支

給
さ

れ
て

い
ま

す
。

旅
費

規
程

は
合

併
以

降
見

直
し

も
行

わ
れ

て
い

な
い

た
め

、
近

隣
市

の
支

給
状

況
を

踏
ま

え
た

見
直

し
が

必
要

で
す

。

・
予

算
編

成
時

や
各

課
へ

の
調

査
を

行
う

な
ど

、
削

減
可

能
な

歳
出

を
洗

い
出

し
、

持
続

可
能

な
財

政
運

営
に

努
め

ま
す

。
・
補

助
交

付
金

の
適

正
化

に
努

め
る

と
と

も
に

、
予

算
等

へ
の

反
映

を
検

討
し

ま
す

。
・
職

員
の

旅
費

（
日

当
）
は

近
隣

市
の

水
準

ま
で

引
き

下
げ

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

1
契

約
検

査
課

市
有

財
産

の
有

効
活

用

・
未

利
用

財
産

に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

売
却

、
貸

付
け

を
推

進
し

、
市

有
財

産
の

有
効

活
用

を
図

り
ま

す
。

・
廃

棄
対

象
備

品
等

は
、

官
公

庁
オ

ー
ク

シ
ョ

ン
等

を
活

用
し

有
効

活
用

を
図

り
ま

す
。

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
4
市

有
財

産
の

有
効

活
用

　
未

利
用

施
設

や
公

共
施

設
の

空
き

ス
ペ

ー
ス

に
つ

い
て

は
、

一
般

社
団

法
人

等
に

貸
付

け
を

行
い

有
効

活
用

に
努

め
て

い
ま

す
。

活
用

見
込

み
の

な
い

土
地

等
に

つ
い

て
は

、
入

札
等

に
よ

り
売

却
を

進
め

て
い

ま
す

。
未

利
用

市
有

財
産

に
つ

い
て

は
、

引
き

続
き

売
却

や
貸

付
を

推
進

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
未

利
用

財
産

の
売

却
・
貸

付
を

推
進

し
、

市
有

財
産

の
有

効
活

用
を

図
り

ま
す

。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

随
時

実
施

↓ ↓ ↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

1
契

約
検

査
課

総
合

評
価

方
式

に
よ

る
入

札
制

度
の

導
入

・
総

合
評

価
方

式
に

よ
る

入
札

制
度

の
導

入
の

た
め

、
低

入
札

価
格

調
査

制
度

の
導

入
を

進
め

ま
す

。
・
低

入
札

価
格

調
査

制
度

を
導

入
し

、
総

合
評

価
落

札
方

式
で

の
入

札
の

実
施

に
努

め
ま

す
。

制
度

導
入

・
入

札
実

施

入
札

実
施

↓ ↓ ↓

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
5
入

札
制

度
の

見
直

し

　
平

成
1
7
年

４
月

の
「
公

共
工

事
の

品
質

確
保

の
推

進
に

係
る

法
律

」
の

施
行

に
伴

い
、

「
総

合
評

価
落

札
方

式
」
が

推
奨

さ
れ

て
き

た
。

み
や

ま
市

で
も

平
成

2
0
年

1
0
月

に
「
み

や
ま

市
建

設
工

事
総

合
評

価
方

式
試

行
要

綱
」
を

制
定

し
、

近
隣

市
に

先
駆

け
て

試
行

を
実

施
し

て
き

た
。

　
総

合
評

価
落

札
方

式
の

制
度

で
は

、
最

低
制

限
価

格
を

下
回

る
価

格
で

入
札

が
で

き
る

低
入

札
価

格
調

査
制

度
を

導
入

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

が
、

み
や

ま
市

で
は

低
入

札
価

格
調

査
制

度
を

導
入

し
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

平
成

3
0
年

度
以

降
総

合
評

価
落

札
方

式
で

の
入

札
を

行
っ

て
い

な
い

が
、

公
共

工
事

に
お

い
て

は
価

格
及

び
品

質
が

総
合

的
に

優
れ

た
内

容
で

の
契

約
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

　
公

共
工

事
に

お
け

る
入

札
制

度
に

お
い

て
、

低
入

札
価

格
調

査
制

度
を

導
入

し
、

総
合

評
価

落
札

方
式

で
の

入
札

の
実

施
に

努
め

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

-37-



取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

2
上

下
水

道
課

下
水

道
事

業
の

推
進

と
安

定
経

営
の

推
進

・
令

和
7
年

度
か

ら
1
0
年

間
の

計
画

期
間

で
経

営
戦

略
の

見
直

し
を

行
い

、
経

費
削

減
に

取
り

組
み

安
定

し
た

経
営

の
推

進
に

努
め

ま
す

。
・
流

域
下

水
道

の
整

備
を

推
進

し
、

使
用

料
収

入
の

確
保

に
よ

り
一

般
会

計
か

ら
の

基
準

外
繰

入
縮

減
に

努
め

ま
す

。

1
上

下
水

道
課

水
道

水
の

安
定

供
給

の
た

め
の

経
営

基
盤

の
強

化
・
令

和
7
年

度
か

ら
1
0
年

間
の

計
画

期
間

で
経

営
戦

略
の

見
直

し
を

行
い

、
施

設
や

管
路

の
更

新
、

耐
震

化
を

計
画

的
に

行
え

る
よ

う
経

営
基

盤
の

強
化

を
図

り
、

水
道

水
の

安
定

供
給

に
努

め
ま

す
。

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
6
公

営
企

業
会

計
の

経
営

基
盤

の
強

化

　
令

和
2
年

度
に

、
3
年

度
か

ら
1
2
年

度
ま

で
の

「
み

や
ま

市
水

道
事

業
経

営
戦

略
」
「
み

や
ま

市
下

水
道

事
業

経
営

戦
略

」
を

策
定

し
ま

し
た

。
水

道
事

業
の

経
営

状
況

と
し

て
は

、
計

画
値

よ
り

良
好

と
い

え
ま

す
が

、
施

設
や

管
路

の
更

新
、

耐
震

化
（
瀬

高
・
高

田
地

区
老

朽
管

更
新

、
瀬

高
配

水
池

、
浄

水
場

更
新

）
を

進
め

る
必

要
が

あ
る

た
め

、
よ

り
一

層
の

経
営

改
善

が
必

要
で

す
。

下
水

道
事

業
の

経
営

状
況

と
し

て
は

、
公

共
下

水
道

、
浄

化
槽

が
整

備
途

上
で

あ
る

た
め

年
々

接
続

件
数

が
増

え
て

お
り

料
金

収
入

も
増

え
て

い
ま

す
が

、
必

要
経

費
を

賄
う

に
は

至
ら

ず
一

般
会

計
か

ら
の

基
準

外
繰

入
に

頼
っ

て
い

る
状

況
に

あ
り

ま
す

。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
水

道
事

業
に

つ
い

て
は

、
安

心
安

全
な

水
道

水
を

供
給

す
る

た
め

、
経

営
戦

略
を

見
直

し
、

老
朽

施
設

、
管

路
の

計
画

的
な

更
新

・
耐

震
化

を
行

え
る

よ
う

な
健

全
経

営
を

目
指

し
ま

す
。

・
下

水
道

事
業

に
つ

い
て

は
、

下
水

道
事

業
の

計
画

的
な

整
備

を
進

め
つ

つ
、

経
費

削
減

に
取

り
組

み
一

般
会

計
か

ら
の

基
準

外
繰

入
削

減
を

行
い

ま
す

。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

経
営

戦
略

改
定

↓

新
戦

略
実

行

↓ ↓

経
営

戦
略

改
定

↓

新
戦

略
実

行

↓ ↓
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取
組

方
針

取
組

項
目

現
状

・
課

題
目

標

№
所

管
課

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

令
和

5
年

度

令
和

6
年

度

令
和

7
年

度

令
和

8
年

度

令
和

9
年

度

1
農

林
水

産
課

㈱
道

の
駅

み
や

ま
の

持
続

可
能

な
経

営
指

導
・
経

営
状

況
の

把
握

に
努

め
、

出
資

者
の

立
場

か
ら

助
言

を
行

い
、

持
続

可
能

な
経

営
指

導
に

努
め

ま
す

。
ま

た
、

施
設

の
供

用
開

始
か

ら
1
2
年

が
経

過
し

て
い

る
た

め
、

施
設

の
長

寿
命

化
を

推
進

し
ま

す
。

2
エ

ネ
ル

ギ
ー

政
策

課
み

や
ま

ス
マ

ー
ト

エ
ネ

ル
ギ

ー
（
株

）
の

持
続

可
能

な
経

営
指

導
・
経

営
状

況
の

把
握

に
努

め
、

出
資

者
の

立
場

か
ら

助
言

を
行

い
、

持
続

可
能

な
経

営
と

な
る

よ
う

指
導

に
努

め
ま

す
。

4
．

持
続

可
能

な
財

政
基

盤
の

確
立

2
7
第

三
セ

ク
タ

ー
の

持
続

可
能

な
経

営
指

導

　
本

市
が

5
0
％

以
上

出
資

し
て

い
る

第
三

セ
ク

タ
ー

は
、

㈱
道

の
駅

み
や

ま
と

み
や

ま
ス

マ
ー

ト
エ

ネ
ル

ギ
ー

（
株

）
の

2
つ

で
す

。
　

㈱
道

の
駅

み
や

ま
に

つ
い

て
は

、
毎

月
の

販
売

状
況

報
告

の
ほ

か
、

取
締

役
会

等
で

客
数

や
売

上
高

な
ど

の
変

化
を

確
認

し
て

い
ま

す
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
拡

大
の

影
響

に
よ

り
、

売
上

や
客

数
が

減
少

し
ま

し
た

が
、

健
全

な
経

営
状

態
で

す
。

今
後

は
施

設
の

老
朽

化
に

対
す

る
対

策
も

必
要

と
な

り
ま

す
。

み
や

ま
ス

マ
ー

ト
エ

ネ
ル

ギ
ー

㈱
は

、
地

域
内

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
地

産
地

消
を

推
進

す
る

こ
と

を
目

的
に

平
成

2
7
年

に
設

立
し

ま
し

た
。

電
力

事
業

と
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
を

展
開

し
、

契
約

先
の

拡
大

及
び

収
益

の
地

域
内

還
元

に
努

め
て

き
ま

し
た

が
、

令
和

2
年

1
2
月

か
ら

令
和

3
年

1
月

に
か

け
て

の
卸

電
力

市
場

の
価

格
急

騰
に

よ
り

、
令

和
2
年

度
決

算
に

お
い

て
債

務
超

過
に

陥
り

ま
し

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
令

和
4
年

度
決

算
に

お
い

て
単

年
度

黒
字

を
達

成
し

債
務

超
過

も
解

消
し

て
い

ま
す

。
今

後
も

経
営

状
況

を
把

握
し

、
持

続
可

能
な

経
営

指
導

が
必

要
で

す
。

実
施

項
目

実
施

内
容

・
第

三
セ

ク
タ

ー
の

持
続

可
能

な
経

営
指

導
に

努
め

ま
す

。

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

（
年

度
目

標
）

経
営

状
況

把
握

・
指

導

↓ ↓ ↓ ↓

経
営

状
況

把
握

・
指

導

↓ ↓ ↓ ↓
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